
〆ヅ認郭繕
生駒経済論叢 第10巻 第1号2012年7月鵡1

カナダ準州交付 金 のヌナ ブ ッ ト分割 による構 造変化*

前年度倍率 による総支出ベース決定 と初期値の準州間スイッチ

中 井 英 雄 ・齊 藤 愼

目 次

1.ヌ ナ ブッ ト分割 と準州交付金

II.2007年 度の準州交付金改革:基 礎資料か ら見た制度変化

1.カ ナダ連邦 ・州間財政調整法 および規則

(1)第1部 の平衡交付金 と第1.1部 の準州交付金,(2)準 州交付金 の法,

(3)準 州交付金の規則

2.準 州交付金 の推移

(1)平 衡交付金 と準州交付金の総額の推移,(2)総 支出べ一 スと収入額の推移,

(3)準 州交付金の配分割合の推移

3.「 新定式配分07」 の算定方法

(1)前 年度倍率 による総支 出ベース,(2)収 入額 と3割 の留保財源,

(3)天 然資源 と準州交付金

皿1.モ デル化 による準州交付金の構造 とその変化

1.算 定式 のモデル化

(1)1985～89年 度の誕生期:前 年度倍率 による総支 出ベースの収支差方式

(2)1990～2006年 度の発展期:課 税努力のア メとムチ

(3)2007年 度か らの成熟期:「 新定式配分07」

2.ヌ ナブ ッ ト分割 と総支 出ベ ースの準州 間スイ ッチ

(1)総 支出ベー スの時系列パス と1985年 度初期値の下方 シフ ト

(2)1995～98年 度の削減期間 とその政策的裁量性

(3)1999年 度の水準比較 とスイ ッチ確認の推定

3.準 州 の 「規模 の不経済」 と各州並 みの収入額

(1)総 支出ベー スの規模の不経済,(2)準 州 ごとの特殊な環境 と面積要件,

(3)人 口1人 当た り税収の都市化 による逓増傾向

IV.ヌ ナ ブッ ト分割 による構造変化

1.前 年度倍率 による総支 出ベ ースと収入額 の制度変化 による期 間区分

2.ヌ ナブ ッ ト分割 による初期値 の準州間 スイ ッチ

3.総 支 出ベ ースの規模 の不経済 と収入額 の都市化 による逓増傾 向

[補論1.1]1980年 代後半 の誕生期:旧 定式配分85の 算定方式

(1)「 前年度倍率」方式の総支出ベース と88年 度か らの シー リング

(2)「 財政移転」を含む収入額

(3)最 も簡素な算定方式の準州交付金

[補論1.2]1990年 代 の発展期:自 主財源充実へ のアメとムチ

(1)総 支 出ベースの人 口調整倍率 と財政移転

*)本 稿 の 作 成 に あ た って,『 算 定 資 料 」 は カ ナ ダ 財 務 省 か ら伊 藤 書 店 を通 じて提 供 を 受 け,法 令
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概要 カナダ準州交付金 は第1に,1985年 度 か ら収支差方 式の財源 保障型 と して,総 支 出

ベー スと収入額の差額が交付 されて きた。i準 州のt年 度総支 出ベー ス(Eit)は,前 年度の

総支 出ベー スに前年度倍率(A)を か けた金額であ るか ら,1985年 度 の初期値(Elo)に 前年

度倍率のt乗 をか けた金額に等 しい[Ei、=At×EiO]。 第2に,1999年 度 に分割 された ヌナ ブッ

トの初期値(E30)は,分 割前の最高値であ る総北西準州の人 口1人 当た り総支出ベースの水

準(E20)を 受 け継 いだ。分割後の北西準州の初期値 は,よ り低 いユー コンの水 準(E10)に 引

き下 げられ,ユ ー コンの初期値 は,当 初か ら見 ると2割 カッ トの水準で推移 してい る。第3

に,準 州間の1人 当た り総支出べ一 スは,公 共サー ビスを提供す るときの 「規模の不経済」

によって,人 口規模が小 さ く,面 積が広 い準州 ほど,よ り高 く算定 されてい ることが実証で

きた。 このため,ヌ ナ ブッ ト分割は,連 邦政府の準州交付金 によって支え られてい るのであ

る。

キー ワー ド 準州交付金,ヌ ナ ブッ ト分割,総 支出ベー ス,前 年度倍率,収 入額

原稿受理 日2012年5月16日

AbstractFirst,theTerritorialFormulaFinancing(TFF)granthasfilledthegap

between'theterritory'sGrossExpenditureBase(Elt)in'fiscalyearandtheEligible

Revenuesasameasureforrevenue-raisingcapacitysince1985-86。AstheEitismultiplied

bythepreviousyear'samountbytheescalatorA,itisequaltotheamountmultiplied

bytheinitialvalueEioin198536bythecumulativeescalatorAt,asfollows:Eit=At×

Elo.Second,theinitialvalueE300fpost-divisionNunavutwasequaltothehighest

percapitalevelE2。ofthepre-divisionNorthwestTerritoriessince1999-00.Thenthe

percapitainitialvalueofthepost-divisionNorthwestTerritoriesfelltothelower

levelEIDoftheYukonTerritoryandtheinitialvalueofYukonTerritorywasreduced

by20%.Third,itwasconfirmedthatthepercapitaEltasthecostsforpublicservices

since1999-00washigherintheterritorieswithlesspopulationandabroaderarea,

duetodiseconomiesofscaleinservingremoteordispersedcommunities.Thusthe

divisionofNunavutissupportedbytheTFFofthefederalgovernment.

KeywordsTerritorialFormulaFinancing,DivisionofNunavut,GrossExpenditure

Base,Escalator,EligibleRevenues
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カナダ準州交付金の ヌナ ブッ ト分割 による構造変化(中 井 ・齊藤)

1.ヌ ナブ ッ ト分割 と準州交付金

地 方 政 府 の 合 併 ・統 合 の 事 例 は多 いが,大 規 模 な 地 方 政 府 の 分 離 ・独 立 事 例 は少 な く,

カ ナ ダ 「準 州 」 の ヌ ナ ブ ッ ト分 割 は,興 味 深 い事 例 で あ る。 この ヌ ナ ブ ッ ト準 州 が 総 北 西

準 州 か ら分 離 ・独 立 した理 由 は,経 済 ・財 政 問 題 を 超 え る イ ヌ イ ッ ト少 数 民 族 に よ る 自治

政 府 の 樹 立 に あ るが,そ の 探 求 は,も と よ り本 稿 の 範 囲 を 超 え て い る(1>。本 稿 の 主 な 目的

は,準 州 交 付 金 に お いて 「あ る地 域 の 分 離 ・独 立 の 要 求 に応 え て,地 方 政 府 を 分 割 す る と

き,中 央 政 府 は財 政 的 に どの よ う に対 処 したか 」 を 探 求 す る こ と に あ る。

連 邦 国 家 にお い て,州 の権 限 は一 般 に憲 法 で 規定 され るが,準 州 は連 邦政 府 の管 轄 地 で,

その権 限は1993年6月 に成立 したヌナブ ッ ト法の ように,連 邦法で規定 され る(岩 崎,2002,209

頁)。 準 州 の議 会 は,住 民 の選 挙 に よ る が,首 相 に あ た る行 政 長 官(Commisioner)は 連

邦 政 府 内閣 の 任 命 で あ り,準 州 の 内閣 に あ た る行 政 委 員 会(ExectiveCouncil)は 議 会 の

助 言 を得 て 行 政 長 官 が 任 命 す る(北 畠,1997,112頁)。

カ ナ ダの 総 北 西 準 州 は,1905年 に アル バ ー タ とサ ス カ チ ュ ワ ン両 州 が 分 離 した よ う に,

一 個 の完 結 した行 政 単 位 で は な く
,「 分 離 して い く母 体 」 で あ った 。 実 際,1898年 に分 離

したユ ー コ ン(YukonTerritory)は 準 州 が単 数 形 で表 記 さ れ て い る の に対 し,ヌ ナ ブ ッ

ト分 割 後 で も,北 西 準 州(NorthwestTerritories)は 複 数 形 を 引 き継 い で い る。 ヌ ナ ブ ッ

ト(Nunavut)と は,イ ヌ イ ッ ト語 で 「わ れ らが 土 地 」 を意 味 す る。1993年6月 に成 立 し

た土 地 請 求 権(landclaim)協 定 法 で202km2の 合意 地 域 の 権 利 を 放棄 し,89年 度 に連 邦

政 府 か ら受 け取 っ た5.8億 ドル(14年 間 の利 子 込 みで11.5億 ドル)の わ ず か な 補 償 金 に よ り

ヌ ナ ブ ッ ト信 託 基 金(Trust)を 創 設 した。 ヌ ナ ブ ッ ト準 州 は,そ の 基 金 で 社 会 資 本 を 整

備 しな が ら,1999年 度 に分 離 ・独 立 したの で あ る(北 畠,1997,107-13頁)。

オ ー ス トラ リアで は,2特 別 地 域(準 州)を 他 の6州 の 州 間 財 政 調 整 に参 加 させ て2000

年 度 か らGST交 付 金 に移 行 して い る(中 井 他,2010)。 こ れ に対 し,カ ナ ダの 準 州 交 付 金

(TFF:TerritorialFormulaFinancing)は10州 の平 衡 交 付 金 とは 異 な る制 度 で,準 州

は これ に参 加 して いな い(中 井 ・齊 藤,2011)。

準 州 交 付 金 の 先 行 研 究 は,わ が 国 で は 山 崎 他(2006,151-152頁)が 「わ が 国 の地 方 交

付 税 交 付 金 の よ う に準 州 の 財 政 需 要 と財 政 力 の 両 方 を 考 慮 す る財 政 移 転 制 度 」 と した 程 度

(1)1982年 の 憲 法35条 は イ ンデ ィア ン,メ テ ィス(先 住 民 と欧 州 と の混 血),イ ヌ イ ッ トを 先 住 民

(FirstNations)と 規 定 して い るが,ヌ ナ ブ ッ ト分 割 の 経 緯 とそ の 詳 細 は,吉 田(1996)や 北 畠

(1997)を 参 照 され た い。
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で あ る。 カ ナ ダ で は,第1に 財 務 省HP(1998-2011)やTreff-Cook(1995),Treff-

Perry(1996-2007),Treff=Ort(2008-2010)が,各 年 度 の 準 州 交 付 金 の 算 定 方 法 や 特

徴 を紹 介 して い る。 第2に 財 務 省 メ モ(DepartmentofFinance,2002)は,北 西 準 州 を

事 例 に,「 旧定 式 配 分 」 の 算 定 方 法 の特 徴 を詳 細 に紹 介 して い る。 第3に2007年 度 改 革 に

関 連 して,専 門 委 員 会 の オ ブ ラ イエ ン報 告([EPETFF]2005,36-43頁,2006b)が1985

年 度 か らの 推 移 を 概 観 して い る。 この 委 員 会 に 対 す る意 見 と して,Rayner(2001)や

Slack(2005),Zuker=Robinson(2005)が あ る。 特 に,Gusen(2005)は 準 州 交 付 金

改革 の選択肢 を整理 し,オ ー ス トラ リアの州間財政調整 との比較を行 い,Eglington=Voytilla

(2011)は,天 然 資 源 開発 の効 果 を論 じて い る。

だ が,以 上 の よ うな 多 くの 先 行 研 究 で も,準 州 交 付 金 の 全 期 間(1985～2011年 度)の

デ ー タ を用 いて,時 系 列 と準 州 間 の ク ロ ス ・セ ク シ ョ ン分 析 が 十 分 に行 わ れ た と は い いが

た い。 こ の た め,本 稿 で は,全 期 間 の 『算 定 資 料 』(DepartmentofFinance,Canada,

2003a～2010)に 基 づ く 「補 完 的」 制 度 論 ア プ ロー チ と して,算 定 方 法 の違 い に よ る期 間

区 分 や ヌ ナ ブ ッ ト分 割 に よ る構 造 変 化 を 検 証 す る(2)。

1【.2007年 度 の準州交付金改革 基礎資料 か ら見 た制度変化

1.カ ナダ 連 邦 ・州 間 財 政 調 整 法 お よび 規 則

(1)第1部 の 平 衡 交 付 金 と第1.1部 の 準州 交 付金

準 州 交 付 金 は,各 州 へ の平 衡 交 付 金(FiscalEqualizationPayments)と と もに,2007

年度 で 「新 定式 配分07」 に改革 された。 これ らの交 付金 は,連 邦 ・州 間財政 調整 法(Federal-

ProvincialFiscalArrangementsAct:以 下,法)と 連邦 ・州 間財政調整規則(Regulations:

以 下,規 則)で 規 定 され て い る。 第1部 の 平 衡 交 付 金 は,2006年 度 ま で は法 の4.3節 まで で

改 定 箇 所 が 規 定 され て い たが,07年 度 か らは法 の3節 で その 全 文 を 規 定 して い る。 これ に

伴 って,第1.1部 の準 州 交 付 金 は,表1の よ うに2005～06年 度 に4.4節 以 降 で 規 定 され て き

たが,新 定 式 配 分07は,4.(1)項 以 降 で よ り詳 細 な 全文 を規 定 して い る。

(2)「 補完的」制度論 アプ ローチの 目的 は,例 え ば連邦 ・州 間財政調 整法の条項 の推移 を見 ること

で,準 州交付金 「改革」の ような制度変化に よる期間区分を確定す ることにあ る。同時に,そ の

手法 は,本 格的な 「伝統的」制度論 アプローチや公共経済学ア プローチで分析す る前 に,分 析期

間や分析対象の範囲をあ らか じめ設定す るに も有用であ る。 ドイ ツの連邦 ・州間財政調整 に関す

る 「伝統的」制度論 アプローチ には,議 会資料等 に基づ く伊東(1989)の 一連の研究があ り,こ

れ らを中井 ・伊東 ・齊藤(2009)が 戦後60年 間の財政調整法の推移 と 『算定資料」に よるデー タ

分析で補完 して いる。オース トラ リアの州間財政調整のそれ には,大 浦(1987)が あ るが,こ れ

らを中井 ・花井 ・齊藤(2010)が 各州15年 間のパネル分析で補完 してい る。
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カナダ準州交付金の ヌナ ブッ ト分割 による構造変化(中 井 ・齊藤)

表1連 邦 ・州間財政調整法の準州交付金の推移

2005年 度

法(2005,c.7,s.1)

2005年3月10日

2006年 度

法(2006,c.4,s.182)

2006年1月1日

2007年 度

法(2007,c.29,s.62),規 則(SOR/2007-303)

2007年6月22日:現 行 法

第1部 平衡交付金:法 〈省略〉

第1.1部 準州交付金:法

4.4準 州交 付金

(a)2001～04年 度
:定 式交付金 と 「補足」定式交付金,

(b)2005年 度以降
:4.92節 の総額配分

定式交付金(FQrmulaFinancingGrant)

4.5(1)合 意(Agreement)の 定 義

4.5(2)合 意 の 夕 一 ム

4.6(1)最 終 算 定

4.6(2)情 報

4.72001～03年 度 の調 整

第1部 平衡交付金 法 〈省略〉

4.4準 州交付金

〈交付金 シェア方式>

4.804年 度基本定式交付金:(a)YN:4.66

億 ドル,(b)NWT:6.78億 ドル,(c)NT:

7.56億 ドル

4.8減 額

第1部 平衡交付金:法 〈省略〉

第L1部 準州交 付金:法[6頁]

解 釈

4.(1)定 義:① 収入額:財 政力 ×0.7,② 財政力:

3年 平均,③ 総支出ベース:前 年度 ×人口調整支

出倍率,④ 全国平均税率,⑤ 人口調整支出倍率,

⑥人 口調整係数,⑦ 州 ・地方支出倍率,⑧ 収入ベー
ス,⑨ 収入ブロ ック,⑩7税 目(a)～(9),⑪ 平衡化

対象収入,⑫ 維持補修費の金額,⑬ 標準税収

4.(2>総 支 出ベースの決定

準州定式交付金(TerritorialFormulaFinancing
Payments)

4.1(1)準 州交付金

〈新定式配分07>

(2)07年 度:(a)YN:5.40億 ドル,(b)NWT:7.88

億 ドル,(c>NT8.93億 ドル

4.9「 補 足」定 式交 付金

4.91(1)支 払い時期 と方法

(2)過 少支払い

(3)過 大支払い

(3)次 年度以降
一収入額

(総支出べ一ス+維 持補修費)

〈交 付 金 シ ェア 方 式>

4.92(1)05年 度予 算:(a)YN:4,87億 ドル,

(b)NWT:7.14億 ドル,(c)NT:7.99億 ド

ル

〈交 付 金 シ ェア 方 式>

4.92(1.1)06年 度 予 算:(a)YN:5.06

億 ドル,(b)NWT:7.39億 ドル,(c)NT:

8.24億 ドル

一 般

4.2大 臣権 限

(a)総 支出べ一スの調整

(b)税 収の調整

(2)

(3)

(4)

(5)

4,93(1)

(2)

(3)

次年度以降:1.035倍

次年度以降:交 付金 シェア方式

06年 度支払い時期 と方法

規則

基金からの支払い

過少支払い

過大支払い

(3)次 年度以降:交 付金 シェア方式4.3

(4)支 払い時期 と方法

4.93(1)過 少支払い

(2)過 大支払い

4.9406年 度追加交 付金:

(a)YN:31万 ドル,(b)NT:155万 ドル

算定時期

4,4過 少 支払 い

4,5過 大 支払 い

4,6交 付 時期 と方法

4.7ユ ーコ ン減額

第1部 平衡交付金:規 則 〈省略〉

第1,1部 準州交付金:規 則[18頁]

17.定 義:① ディーゼル ・リッター量～⑩YN自

治政府[6頁]

17ユ 全 国平均税率 の算定

18.税 目(RevenueSource):(a)所 得税,(b)法 人

税,(c)た ばこ税,(d)ガ ソリン税,(e)デ ィーゼル税,

(f)酒税,(9)給 与税

19.収 入ベース(RevenueBase):(a)～(9)[5頁]

一 般

20.平 衡化対象収入(RevenuetoBeEqualized)

21.所 得税収入 の推定

総支 出べ一 ス:人 口調整総支 出倍率[6頁]

22.算 定の正確性,23.人 口調整係数,24.州 ・

地方支出倍率,25.調 整,26.再 算定,27.人

口,28.信 頼性,29.算 定,30.再 算定,31.

支払い方法

注1)省 略 した 平 衡 交 付 金 の 法 と規 則 は,中 井 ・齊 藤(2011,32頁)を 参 照 され た い 。

注2)規 則1999で は,準 州 交 付 金 の 条 項 を 見 つ け る こ とが で きな か った 。

出所)DepartmentofJustice,Canada(各 年 度 版),Federal-ProvincialFiscalArrangements

Act,

DepartmentofJustice,Canada(2007),Federal-ProvinclalFiscalArrangementsRegulations,

SOR/2007-303,よ り筆 者 作 成 。
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第10巻 第1号

その 内容 は第1に,準 州 交 付 金 の 「法 」 が 「新 定 式 配 分07」 の 算 定 マ ニ ュ アル の 役 割 を

果 た し,「 規 則」 が そ の 細 則 を 規 定 して い る点 は,平 衡 交 付 金 と 同 じで あ る。第2に,2005

と06年 度 の法 は,「 総 額 配 分 」 の 交 付 金 シ ェア方 式 に よ る金 額 を示 して い る。 この た め,

2004～06年 度 は,平 衡 交 付 金 と 同様 に改 革 へ の 移 行 期 間 で あ り,準 州 交 付 金 も07年 度 の 制

度 変 化 で 期 間 区 分 され る こ とが,あ らか じめ設 定 で き る。 第3に,総 額 配 分 の 交 付 金 総 額

の 伸 び率 も,平 衡 交 付 金 の総 額 と同様 に,4.92(2)項 の1.035倍 で あ る。 た だ し,平 衡 交 付 金

は,2009年 度 で も一 部 改 正 が あ った が,準 州 交 付 金 は こ の よ うな 改 正 は な い の で,法

(2007,c.29,s.62)と 規 則(SOR/2007-303)の 全 文 は,2011年 度 の現 行 法 と同 じで あ る(3)。

(2)準 州 交 付 金 の 法

2004～06年 度 の 移 行 期 間 で は,ユ ー コ ンは1999年 度 の 準 州 交 付 金 の 協 定(Agreement),

北西準 州 とヌナ ブ ッ トは,98年 度 の協定 を2004年 度 まで延 長す る と してい る[法(2005,c.7,s.1)

4.5(1)項]。 た だ し,2001～04年 度 の 定 式 交 付 金 と 「補 足 」 定 式 交 付 金 は,01～03年 度 の 最

新 デ ー タ に よ る調 整 額 や 総 額 配 分 を 上 限 と して い る[同 法4.4節](4)。 そ の結 果,2004年 度 と

05年 度 は,表1の 黒 枠の ようにそれぞれ同法4.8節 と4.92節 で,2006年 度 は,法(2006,c.4,s.182)

の4.92節 で 交 付 金 シ ェ ア方 式 に よ る 「法 定 交 付 金 」(LegislatedGrant)が 示 さ れ て い る。

これ らに対 し,新 定 式 配 分07で は第1に,準 州 交 付 金 が,わ が 国 の 交 付 税 と 同様 に,総

支 出べ 一 ス(GrossExpenditureBase)と 維 持 補 修 費(SuperannuationAdjustment)

の 合 計 か ら,収 入 額(EligibleRevenues)を 引 い た金 額 と して い る[法(2007,c.29,s.62)

4.1(3)項]。 た だ し,2007年 度 だ け は,表1の 黒 枠 の よ うに,法 定 交 付 金 が 規 定 され て い る

[同法4.1(2)項]。

第2に,同 法 は,表1の 「定 義 」(① ～ ⑬)の よ うに,最 初 の4.(1)項で 準 州 交 付 金 に関 す

る13項 目の 用 語 を定 義 して い る。 この 定 義 に よ り,わ が 国 の 需 要 額 に 相 当 す る 「総 支 出

べ 一 ス」は,前 年 度 のそれ に人 口調 整支 出倍率(PopulationAdjustedGrossExpenditure

Escalator)を か け,こ れ に維 持 補 修 費 を加 え た金 額 で あ る こ と が分 か る。

(3)法(2005,c.7,s.1)は,2005年,7章(chapiter),1節(section)を 意 味 し,法 令 内 の4.(2)は

4節2項(subsection)で あ るが,簡 略 化 して4.(2)項 と した。 ま た,(a)や(b)のparagraphは(a)

文 や(b)文 と した(中 井 ・齊 藤,2011,29-33頁)。 た だ し,カ ナ ダ 法 務 省 の 法 令 検 索 サ イ トで は,

準 州 交 付 金 は,法 が2004年 度 以 前,規 則 が2006年 度 以 前 の 条 項 を 見 つ け る こ とが で きな か った 。

(4)オ ブ ラ イエ ン報 告(EPETF,2005,43頁)は,総 額 配 分(Newframework)が2005年3月10

日 に法 制 化 され た と して お り,こ れ が 法(2005,c.7,s.1)で あ る。 な お,2007年 度 改 革 に伴 って,

連 邦 政 府 が 委 嘱 した 「専 門委 員会 」(ExpartPanel[EPETFF,0'BrienReport],2005)と,各

州 の 連 邦 評 議 会 が 委 嘱 した 「州諮 問会 議 」(AdvisoryPanel[COF-APFI],2006)の 報 告 内 容 に

つ い て は,池 上(2010,94-95頁)を 参 照 され た い 。
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第3に,収 入 額 は2007年 度 か ら,「7税 目」 に 関 す る2年 前 の3年 平 均 と11税 目の 「収

入 ブ ロ ック」(RevenueBlock)を 加 え た 財 政 力(fiscalcapacity)の70%を か けた 金 額 と

定 義 され て い るか ら,30%分 が 留 保 財 源 とな る。 前 者 の7税 目 は,平 衡 交 付 金 と 同様 の 全

国 平 均 税 率 を用 い た代 表 税 制(標 準 税 収:yield)で あ る。 これ に対 し,後 者 の 収 入 ブ ロ ッ

ク は,同 法4.(1)節 の 定 義 ⑨(a)文 で2006年 度 の 金 額 が 法 定 され,同(b)文 で 次 年 度 以 降 は,前

年 度 の 収 入 ブ ロ ックを1.02倍 した金 額 と定 義 され て い る。

(3)準 州 交 付 金 の 規 則

2007年 度 改 革 の 法(2007,c.29,s.62)で は,表1の 上 段 の よ うに 「第1部 平 衡 交 付 金 」

の 項 目 を省 略 して い るが,こ の 全 文 は23頁 に及 ん で い る。 これ に対 し 「第1.1部 準 州 交

付 金 」 の 全 文 は,6頁 の 規 定 にす ぎな い。 ま た,税 目や 平 衡 化 対 象 収 入 の 詳 細 を 規 定 した

規 則(SOR/2007-303)も,表1の 下 段 の よ うに,平 衡 交 付 金 の全 文80頁 に比 べ る と,準

州 交 付 金 の それ は18頁 で 極 端 に簡 素 で あ る。

その 理 由 は,総 支 出 べ 一 ス が,わ が 国 の交 付税 や オ ー ス トラ リア のGST交 付 金 の 需 要

額(標 準 支 出)の よ うに,行 政 項 目別 の 「積 上 げ算 定 」(DirectMeasurement)で はな

く,前 年 度 の それ に人 口調 整 支 出倍 率 を か け る 「前 年 度 倍 率 」 方 式 だ か らで あ る(5>。この

た め,準 州 交 付 金 の 規 則 は,収 入 額 に 関係 す る税 目(RevenueSource)や 収 入 べ 一 スの

規 定 が 半 分 以 上 を 占 めて い る。

2.準 州 交 付 金 の 推 移

(1)平 衡 交 付 金 と準 州 交 付 金 の 総 額 の 推 移

準 州 交 付 金 は,1985年 度 の 誕 生 当初 か ら,総 支 出 べ 一 ス と収 入 額 の 差 額 が 交 付 され る

「収 支 差 方 式 」(gap-fillingformulas)と して 導 入 され た。 前 者 の 総 支 出べ 一 ス は,上 述

の よ う に人 口調 整 支 出倍 率 と い う前 年 度 倍 率 を か けて,算 定 され る。 そ の 交 付 金 総 額 は,

表2の 合 計(A)の よ うに,収 入 額 が大 幅 に増 加 しな い か ぎ り,恒 常 的 に増 加 す る。

これ に対 し,各 州 の 平 衡 交 付 金 は,2003年 度 まで 中位5州 の 人 口1人 当 た り平 均 税 収 と

各 州 の 標 準 税 収 との 差 額 が 交 付 され る。 この た め,平 衡 交 付 金 の 総 額 は,前 者 の 平 均 税 収

の 増 減 に よ って 変 化 す る。 特 に,2000年 代 の 前 半 の 総 額 は,表2の 合 計(B)の よ う に,

1999年 度 の107億 ドル か ら2003年 度87億 ドル に減 少 して い る。

(5)積 み 上 げ 方 式 は,Gusen(2005,20頁)を 参 照 され た い 。
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(
匙

)
1

表2準 州交付金の推移 百万 ドル

年度 予算 と決算 の項 目
人 口(人) ユ ー コ ン(48万km2) 北西準州(135万km2) ヌ ナ ブ ッ ト(209万km2)

交付金
合計(A)

平衡交付金
合計(B)

構成比(%)
A/(A+B)ユ ー コ ン 北西準州 ヌ ナ ブ ッ ト 合計 総支出

ベース 収入額 交付金 総支出
べ一 ス 収入額 交付金 総支出

べ一ス 収入額 交付金

1985
1986
1987
1988
1989

『算定資料』
『算定資料』
『算定 資料』
『算定資料』
『算定資料』

1珪

鎗
27

600

181
900
400

ll
ll
57

000

手18
300
500

79,600
80,200
81,700
83200
84,900

214

搬
260
282

63

霧
78
89

151

}%
182
193

601

1傍
815
888

147

}ll
170
185

454

111
645
704

606

1器
827
897

暑

亨
7

143

111
267
808

10.5

}8:1
10.2
10.3

注1)1985～98年 度 は,総 北 西 準 州 の人 口 と準 州 交 付 金 で あ る。

注2)1995年 度 は,5年 ご との算 定 替 え の初 年 度 で,収 入 額 の金 額 が 『算 定 資 料 」 で示 さ れ て い な い。

注3)平 衡 交 付 金 は,最 終 算 定 の決 算 確 定 値 で あ る が,1993年 度 以 降 は カ ナ ダ財 務 省HPの 決 算 数 値 で あ る。

出所)1985～98年 度 の 「算 定 資料 』:DepartmentofFinance,Canada,(2003a),んr配 πZαF'朋 ηc'ηg(2照r∫8〃第

カ ナ ダ財 務 省HP:DepartmentofFinance,Canada,(2006,2011),飽46rα17ア αη漉r'oProv'ηc63侃4mr"or'65,よ り筆 者 作 成 。

怒
ε

路

一
如



カナダ準州交付金の ヌナ ブッ ト分割 による構造変化(中 井 ・齊藤)

準 州 交 付 金 の 総 額 の 割 合 は,表2の 平 衡 交 付 金 との 合 計 に 占 め る構 成 比 が 示 す よ う に,

1980年 代 後 半 の10%程 度 で ス ター トした。 その 構 成 比 は2000年 代 前 半 に,平 衡 交 付 金 の 総

額 が 削 減 され た た め,15%台 に急 上 昇 した。 この 割 合 は,2004～06年 度 の 総 額 配 分 に よ る

移 行 期 間 で も維 持 され た た め,「 新 定 式 配 分07」 以 降 で も,15%前 後 で成 熟 期 に入 って い

る。

(2)総 支 出べ 一 ス と収 入 額 の 推 移

準 州 全 体 の 総 人 口 は1985年 度 当初 の8万 人 か ら,2011年 度11万 人 に増 加 し,プ リン ス ・

エ ドワ ー ド ・ア イ ラ ン ド(PE)州 の14万 人 に近 づ い て き て い る。 た だ し,ヌ ナ ブ ッ トは,

1999年 度 に総 北 西 準 州(GNWT)か ら分 離 ・独 立 して北 西 準 州(NWT)と に分 割 され,

この10年 間 で20%以 上 と3準 州 の な か で 最 も高 い人 口の 伸 びを 示 して い る。

ユ ー コ ンの総 支 出 べ 一 ス は,表2の よ う に2011年 度8.26億 ドル で,1985年 度2.14億 ドル

に比 べ,25年 間 で3.9倍 に伸 びて い るが,収 入 額 は2倍 弱 に す ぎ な い。 ま た,ヌ ナ ブ ッ トが

仮 に分 割 され な か っ た と した場 合,北 西 準 州 と合 計 した 総 支 出べ 一 ス は,25.3億 ドル とな

り,1985年 度 総 北 西 準 州6.01億 ドル の4.2倍 に対 し,合 計 した収 入 額 は この 間2.4倍 にす ぎな

い。 収 支 差 方 式 の 準 州 交 付 金 の 総 額 は,総 支 出べ 一 ス に対 して 収 入 額 の 伸 びが 低 いた め,

拡 大 基 調 に あ る。

準 州 間 で 比 較 す る と,北 西 準 州 の 総 支 出べ 一 ス と収 入 額 が と も に,3準 州 の な か で 最 も

高 く,特 に収 入 額 は他 の 準 州 の2倍 近 くにな って い る。 ただ し,「 新 定 式 配 分07」 か らは,

ヌ ナ ブ ッ トの総 支 出 べ 一 ス が,北 西 準 州 の2007年 度9.88億 ドル に対 し,9.96億 ドル と最 も

高 く算 定 され る よ う にな っ た。

(3)準 州 交 付 金 の 配 分 割 合 の 推 移

準 州 間 の 交 付 金 の 配 分 割 合 は,ヌ ナ ブ ッ トの 収 入 額 が 北 西 準 州 の 半 分 で あ るた め,交 付

金 が 最 も高 くな って い る。 他 方,ユ ー コ ン は,収 入 額 が ヌ ナ ブ ッ トと ほぼ 同 じ水 準 に あ る

が,総 支 出べ 一 スが その3分 の2で あ る た め,交 付 金 が 最 も低 くな って い る。

2004～06年 度 の 移 行 期 間 で は,交 付 金 総 額 が 平 衡 交 付 金 と 同様 に,そ れ ぞ れ19億 ドル,

20億 ドル,20.7億 ドル(前 年 度 の3.5%伸 び)と 法 律 で 規 定 され た。 平 衡 交 付 金 の 総 額 配 分

方 法 は,財 政 力 方 式 の3年 平 均 と交 付 金 シ ェ ア方 式 の それ を50%ず つ とす る 「中間 方 式 」

が 用 い られ た[中 井 ・齊 藤,2011,45-49頁]。 各 準 州 へ の 総 額 配 分 の 方 法 は,そ の よ うな

複 雑 な もの で はな く,ほ ぼ2003年 度 決 算 に応 じて,表2の 構 成 比 が 示 す よ う にユ ー コ ン,

-45(45)一



第10巻 第1号

北 西 準 州,ヌ ナ ブ ッ トの それ ぞ れ24.4%,35.7%,39.9%で 配 分 さ れ た と考 え られ る(6)。

た だ し,例 え ば1999年 度 準 州 交 付 金 の 予算 は,表2の よ う に,99年2月 に発 表 さ れ る が,

その 決 算 は,4年 後 の2003年10月 の最 終 算 定(final)で 確 定 して い る。 この よ うな 予 算 と

決 算 の タ イ ム ラ グや 数 値 の 変 更 は,新 定 式 配 分07に よ る2008年 度 以 降 で は,準 州 交 付 金 の

予 算 と決 算 が 一 致 して お り,平 衡 交 付 金 と 同様 に1回 だ けの 算 定 に簡 素 化 され て い る。

3.「 新 定式 配 分07」 の算 定 方 法

(1)前 年 度 倍 率 に よ る総 支 出ベ ー ス

平 衡 交 付 金 の 税 源 調 整 型 に対 し,準 州 交 付 金 は,わ が 国 の 交 付 税 と 同様 に,財 源 保 障 型

の 「収 支 差 方 式 」 で 算 定 され る。 支 出ニ ー ズの 需 要 額(標 準 支 出)は,上 述 した よ う に代

理 変 数 と して 「総 支 出べ 一 ス」 を 用 い,財 政 力 を 表 す 収 入 額 は,全 国 平 均 税 率 を 用 いた 代

表 的 税 制(標 準 税 収)の7割 で あ り,両 者 の 差 額 が 準 州 交 付 金 とな る。

総 支 出べ 一 ス は表3[()内 は行 番 号]の 第IIス テ ップ の よ うに,現 年 度 の 総 支 出べ 一

ス と維 持 補 修 費 の 合 計 で あ る。 ただ し,現 年 度 の 総 支 出べ 一 ス は,前 年 度 べ 一 ス に 「前 年

度 倍 率 」(Escalator)を か け た金 額 で あ る。 例 え ば,2011年 度 の ユ ー コ ンの 場 合,現 年 度

べ 一 ス は,前 年 度 の7.59億 ドル(4)と,ユ ー コ ンだ け を対 象 と した分 与 税 調 整5.9万 ドル(5)の

合 計 に,「 人 口調 整 支 出倍 率 」 とい う前 年 度 倍 率1.06709(3)を か け た8.10億 ドル(6)で あ る。

これ に現 年 度 の 維 持 補 修 費0.15億 ドル(8)を加 え た 金 額 が,需 要 額 の総 支 出 ベ ー ス8.25億 ド

ル(9)と な る。

ユ ー コ ンの 人 口調 整 支 出倍 率 は,表3の 第1ス テ ップの 網 掛 けの よ う に,3準 州 共 通 の

「州 ・地 方 支 出倍 率 」1.06451(1)に,各 州 ご と の 「人 口調 整 係 数 」(Factor)1.00242(2)を か

け て1.06709(3)と な る。 これ に対 し,北 西 準 州 は,カ ナ ダ全 体 に 比 べ て 人 口 の伸 び率 が 低

か っ た た め,0.99218(2)と,1を 下 回 って い る。 わ が 国 の需 要 額 は,規 模 の 不 経 済 を 考 慮 し

た段 階 補 正 に よ って,人 口が 減 少 す れ ば1人 当 た り金 額 が 高 く算 定 され る。 だ が,人 口調

整 係 数 は,人 口が 増 え る と総 支 出べ 一 スが 高 くな る よ う に算 定 され るの で,わ が 国 の 人 口

急 増 補 正 に相 当 して い る。

(2)収 入額と3割 の留保財源

準州の収入額は,表3の 第皿ステップのように,税 収規模で上位7税 目の標準税収と,

(6)カ ナ ダ財務省 の担 当官 によれば,準 州交 付金の総額配分方式 は,「 平衡交付金 の中間方式の よ

うな算定資料 はない」 としてい る。
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表3 準州交付金の算定方式(2008～10年 度):ド ル

準 州 ユ ー コ ン 北西 準 州 ヌナブ ット

年 度 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

1

2

QJ

1.総 支出の補正係数

州 ・地方支出倍率

人口調整係数

人口調整支出倍率

1.05171

0.99679

LO4833

1.06247

LOO141

LO6397

1.05826

LOO200

LO6038

1.06451

LOO242

LO6709

1.05171

0.99133

1.04259

1.06247

0.99170

1.05365

1.05826

0.99150

1.04926

1.06451

0.99218

1.05619

1.05171

LOO374

LO5564

1.06247

1.00512

1.06791

1.05826

1.00295

1.06138

1.06451

LOO327

LO6799

出 所)「 算 定 資 料 」:DepartmentofFinance,Canada,(2007,2008,2009),mr"or'α11わr配 膨1α17'ηαηc'ηg, S表1よ り作 成 。
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それ 以 外 の 収入 ブ ロ ッ クの2つ の要 素 で構 成 され て い る。準 州 の上 位7税 目 は,(a)所 得 税,

(b)法人 税,(c)た ば こ税,(d)ガ ソ リ ン税,(e)デ ィー ゼ ル 税,(f)酒 税,(9)給 与 税 で あ るが,全

国 平 均 税 率 を適 用 した代 表 的 税 制(標 準 税 収)の 「2年 前3年 平 均 」 で あ る。

これ に対 し,収 入 ブ ロ ック は,(a)資 本 税,(b)売 上 税 等,(c)自 家 用 車 免 許 税,(d)営 業 用 車

免 許 税,(e)病 院 ・医 療 保 険 料,(f)保 険 料 収 入,(9)州 ・地 方 財 産 税,(h)宝 く じ収 入,(i)そ の

他 ギ ャ ンブル 税,(j)そ の他 州 ・地 方 税,(k)優 先 株 分 与 税(preferredsharedividends)の

11税 目 に及 ぶ 。 だが,収 入 ブ ロ ック は,11税 目 ご との 標 準 税 収 を 算 定 す るの で はな く,表

3の ⑲ の よ う に,2006年 度 の総 額 を年 率2%(1.02倍)で 伸 ば した金 額 で あ る(補 論IIを

参 照)。

準 州 の 収 入 額 は2007年 度,税 源 滴 養 の た め に 「経 済 開 発 イ ンセ ン テ ィ ブ」 と い う留 保 財

源 率 を3割 に引 き上 げて い る。 この た め,上 位7税 目の 標 準 税 収 と収 入 ブ ロ ックの そ れ ぞ

れ に70%を か けて 合 計 し,ユ ー コ ンの それ は,2011年 度1.21億 ドル ⑳ と な る。

(3)天 然 資 源 と準 州 交 付 金

以 上 の よ う に,収 入 額 は,準 州 が 収 入 を 確 保 しや す い よ う に,原 則 と して 天 然 資 源 を 算

入 して いな い。 ただ し,ユ ー コ ンの 石 油 ・ガ ス収 入 は その 特 例 と して,準 州 交 付 金 の 減 額

相 殺 制 度 が あ り,表3の ㈱ の よ う に2009年 度8.7万 ドル が 減額 され て い る。2011年 度 で は,

減 額 の 適 用 が な く,総 支 出べ 一 ス と収 入 額 の 差 額 ②の7.04億 ドル(=8.25-1.21)が 準 州 交 付

金 の 金 額 と算 定 され る。 この よ う に,準 州 交 付 金 の 「新 定 式 配 分07」 は,財 源 保 障 型 で は

あ るが,エ ク セル フ ァ イル で24行 の 簡 素 な 算 定 方 式 で あ る。

皿.モ デル化による準州交付金の構造とその変化

1.算 定 式 の モデ ル化

(1)1985～89年 度 の 誕 生 期:前 年 度 倍 率 に よ る総 支 出べ 一 スの 収 支 差 方 式

準 州 交 付 金 は1985年 度,表4の よ う に総 支 出べ 一 ス(需 要 額)と 収 入 額 の 差 額 を 補 填 す

る財 源 保 障 型 の 収 支 差 方 式 と して 導 入 され た。 た だ し,総 支 出 べ 一 ス(E)と は,上 述 の

よ う に行 政 項 目別 の 需 要 額 を 積 み 上 げ た もの で はな く,(1)式 の よ う に前 年 度 の そ れ(E-1)

に一 定 の 倍 率 をか け た 「前 年 度 倍 率 」 方 式 で 決 定 され る。 この 一 定 の 倍 率 が,州 ・地 方 支

出倍 率q:Escalator)で あ り,州 ・地 方 支 出 の 「前 年 度 倍 率 」 の2年 前3年 平 均 で あ る。

総 支 出べ 一 ス は,そ れ に移 転 プ ロ グ ラ ム(5E)を 加 え,(A×E-1+3E)と して 表 す こ とが で
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表4準 州交付金の制度変化と算定式のモデル化

年度 誕 生 期(1985～89) 発 展 期(1990～2006) 成熟期(2007～)

[配分方式]

総額決定

[旧定式配分85]

OE

[旧 定 式 配 分90,95,99]

OE:CE(2004～06)

[新定式配分07]

OE

需要額

[前年度倍率]

総支 出ベー ス

(82年度基準)

min(州 ・地方支出倍率,

GDPシ ー リング倍率)

[加算 と減算]移 転 プログラム

総支出べ一ス

(87,92年 度基準)

min(州 ・地 方支出倍率,

GDPシ ー リング倍率)

人 口調整支出倍率

移転 プログラム

経済開発イ ンセ ンテ ィブ

総支出ベー ス

(06年度収入面の積上げ)

州 ・地方支出倍率

人 口調整支出倍率

維持補修費

収入額

[課税努力の

ムチ とア メ]

現金移転

所得税 ・法人税

現金移転

自主財源(単 年度)

キ ャッチア ップ係数

キー プア ップ係数

経済開発インセ ンテ ィブ

20%

7税 目(3年 平均)と

収入 ブロック

経 済 開 発 イ ンセ ンテ ィ

ブ:30%

[算定式] G85=(A×E-1+5E)
一(∫

T+7)

σ95=(min(ム,9)× ρ×E-1十

5「E-c× た× τ×0.2)

一(5T+c× ん×τ×0
.8)

G11-(A× ρ×E-1+5U11)
一(770

㍗og+711.1×1.02)

×0.7

注1)CEとOEは 財 政 調 整 の ク ロ ー ズ ド ・エ ン ド型 とオ ー プ ン ・エ ン ド型 。2004～06年 度 は 移 行 期

間 で,そ れ ぞ れ19,20,20.7億 ドル の交 付 金 シ ェア に よ る総 額 配 分 で あ る。

注2)σ85.σg5,σ11:1985,95,2011年 度 の準 州 交 付 金,A:州 ・地 方 支 出 の 前 年 度 倍 率,E-1:前 年 度

の総 支 出ベ ー ス,5E:移 転 プ ログラム,5T:現 金 移転,7:自 主 財源,ρ:人 口調整係 数),c:キ ャ ッ

チ ア ッ プ係 数,た:キ ー プ ア ップ係 数,∫u11:2011年 度 の 維 持 補 修 費,τ 了。了一。g:2007-09年 度7税

目の3年 平 均,τ11-1:前 年 度11税 目の収 入 ブ ロ ック。

注3)な お,TheDepartmentofFinance,Nunavut,theNorthwestTerritories,Yukon(2005)

の 補 論A.5が,2004年 度 ま で の制 度 変 化 の年 表 を作 成 して い る。

出所)筆 者 作 成 。

き る 。

他 方,収 入 額 は,自 主 財 源(T:1985～89年 度 で は所 得 税 と法 人 税 の 合 計)の 他 に,現

金 移 転(5T)を 加 え た もの で あ る。 この 現 金 移 転 の 金 額 は,ユ ー コ ン と総 北 西 準 州 で と も

に,1985～89年 度 で は 自主 財 源 を 上 回 って い る。1980年 代 後 半 の 算 定 方 式 は,『 算 定 資 料 』

のS表 の 算 定 ス テ ップが17行 にす ぎず,準 州 交 付金(G85)の 制 度 変 化 の な か で も,以 下 の

(1)式の よ う に 「誕 生 期 」 と して 最 も簡 素 と言 え よ う。

G85=(、4×E-1十3E)一(3T一 ト7) (1)

た だ し,1988年 度 に は,総 支 出べ 一 ス の伸 び率 に上 限(ceiling)を 設 け る た め,「GDP
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シ ー リ ング倍 率 」 魯)を 導 入 し,州 ・地 方 支 出倍 率 との どち らか小 さ い方 を 「総 支 出倍 率 」

[min(A,g)]と して 選 択 され る よ う にな った 。 だ が,総 支 出倍 率 にGDPシ ー リン グ倍 率

が 実 際 に適 用 され たの は,ユ ー コ ン と総 北 西 準 州 で と も に1990～93年 度 の4年 間 だ けで,

これ ら以 外 の年 度 の総 支 出 倍 率 は,州 ・地 方 支 出倍 率 が 用 い られ て い る。 こ の た め,「 新

定 式 配 分07」 で は,GDPシ ー リ ング倍 率 が廃 止 さ れ た の で あ る[付 論1.1を 参 照]。

(2)1990～2006年 度の発展期:課 税努力のアメとムチ

準州交付金の算定は,5年 ごとに見直される。総支出ベースの前年度倍率は1990年 度か

ら,総 支出倍率に人口調整係数 ψ)が 加わり,(2)式のように,こ れと総支出倍率をかけた

「人 口調整支出倍率」を伸び率 として用いるようになった。人 口調整係数 とは,「 カナダ全

人口の成長率に対する準州人口成長率の割合の3年 平均であり,こ の調整は,州 ・地方支

出倍率では捉えられない人口成長率の格差を保障するために導入された(財 務省 メモ,

2002)。

Ggo=(min(A,9)× ρ ×E-1十5E)一(5T十c× ん× τ) (2)

他 方,1990年 度 の収 入 額 は,第1に 現 金 移 転(∫T)が3分 の1に 削 減 され,こ れ に代 わ っ

て 税 源 が 移 譲 され た。実 際,1989年 度 まで の 自主 財 源 ⑦ は,所 得 税 と法 人 税 の2税 目だ

けで,ユ ー コ ンと総 北 西 準 州 の そ れ は,そ れ ぞ れ0.33億 ドル と0.72億 ドル に過 ぎな か った

が,90年 度 で は0.59億 ドル と1.59億 ドル と2倍 近 くに増 加 して い る。

と こ ろが,準 州 に税 源 移 譲 して も特 定 の 税 目を 課 税 しな か っ た り,極 端 に低 い税 率 を か

け た り した た め,「 課 税 努 力 係 数 」 が ム チ と して 導 入 され る こ とに な った。 この課 税 努 力

係 数 は,全 国 平 均 税 率 へ 近 づ け る キ ャ ッチ ア ップ係 数(c)と,「 各 州 」 の 標 準 税 収 の 対 前

年 度 伸 び率 を努 力 目標 とす る キ ー プ ア ップ係 数 ω と をか け た もの で あ る。 この 積 は,

「課 税 努 力 調 整 係 数 」(=c× た)と され,こ れ が1を 上 回 るか ぎ り,収 入 額 は実 際 税 収 よ り

も高 く査 定 され,課 税 努 力 を 促 す 「ム チ」 の 役 割 を 果 たす こ と にな る。

これ らの 「ム チ」 に対 し,1995年 度 か ら留 保 財 源 を意 味 す る 「経 済 開発 イ ンセ ンテ ィブ」

の 控 除 が 課 税 努 力 の 「ア メ」 と して 導 入 され た。 経 済 開 発 イ ンセ ン テ ィ ブ は,自 主 財 源 と

連 邦 イニ シ ャ テ ィ ブの20%を 収 入 額 か ら控 除 す る もの で あ る。

Gg5=(min(A,g)× ρ×E-1十3E-c× ん×T×0.2)一(8T十c× ん×7×0.8)
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特 に注 意 す べ き点 は,こ れ に伴 って,総 支 出べ 一 スの 算 定 で も,ほ ぼ 同額 の 経 済 開 発 イ

ンセ ンテ ィ ブ ー0.162億 ドル(=c× ん×7×0.2)が 控 除 され る こ とで あ る(補 論1.2を 参 照)。

(3)2007年 度 か らの 成 熟 期:「 新 定 式 配 分07」

2007年 度 か らの 「新 定 式 配 分07」 は,1999～2003年 度 まで の 旧定 式 配 分 と,制 度 の 「非

連 続 性 」 が 生 じて い る(7)。

第1に,2007年 度 の 総 支 出べ 一 ス は,旧 定 式 配 分 の よ うな 前 年 度 の 州 ・地 方 支 出(E-1)

で は な く,前 年 度 の収 入 面 を積 み上 げ た もの で あ る(補 論IIを 参 照)。 だ が,2008年 度 以

降 の 総 支 出べ 一 ス は,表3で 示 した よ う に,前 年 度 の それ に人 口調 整 支 出倍 率 を か けた も

の で あ る。

第2に,例 え ば2011年 度 の7税 目の代 表 税 制(標 準 税 収)は,「2年 前 」 の2007～09年

度 の3年 平 均(7707-09)で あ り,11税 目の 収 入 ブ ロ ック は,前 年 度 の それ(7'1.1)を1.02倍

した金 額 で あ る。 収 入 額 は,3割 に引 き上 げ られ た経 済 開 発 イ ンセ ン テ ィ ブの 留 保 財 源 が

それ らの 自主 財 源 か ら控 除 され る[法(2007,c.29,s.62)4.(1)項 の 「収 入 ブ ロ ッ ク」(a)文]。

第3に,準 州 交 付 金 は,従 来 と 同 じ収 支 差 方 式 で,2007年 度 以 降 も,総 支 出べ 一 ス と収

入 額 の 差 額 が 交 付 され る。2008年 度 以 降 は,07年 度 の 人 口調 整 後 の 総 支 出べ 一 ス と現 年 度

の 維 持 補 修 費 を加 え た金 額(=A× ρ×E-1十5u)か ら,上 記 の収 入 額 を 引 い た金 額 とな る。

したが って,2011年 度 の 準 州 交 付 金(G11)は,以 下 の よ う に簡 単 に表 す こ とが で き る。

G11=(、4× ρ ×E-1十Su)一(7▼7070g十7▼11-1×1.02)×0.7 ω

2.ヌ ナ ブ ッ ト分 割 と総 支 出 ベ ー スの 準 州 間 スイ ッ チ

(1)総 支 出べ 一 スの 時 系 列 パ ス と1985年 度 初 期 値 の 下 方 シ フ ト

総 支 出べ 一 ス は,人 口調 整 係 数 ψ)が ほぼ1倍 で あ るか ら,各 準 州 で 共 通 の 州 ・地 方 支

出の 「前 年 度 倍 率 」 が その 太 宗 を 決 定 す る。 この 数 値 は,州 ・地 方 支 出の 各 年 度 倍 率 の2

年 前3年 平 均 で,年 度 ご とで 異 な るが,こ こで は 同 じ値 のA倍 と仮 定 しよ う。 この とき,'

年 度 の ∫準 州1人 当 た り総 支 出 べ 一 ス(Elt)は,人 口調 整 係 数 を1倍 と仮 定 す れ ば,前 年

度 のA倍 で あ るか ら,(5-1)式 の よ う に1985年 度 の初 期 値(E、 。)に 前 年 倍 率(A)の'乗

をか け た金 額 に単 純 化 で き る。 この 人 口1人 当 た り総 支 出べ 一 スの 指 数 関 数 は,両 辺 の 対

(7)2004～06年 度の移行期間は 『算定資料』に よって定式交付金が算定 されてい るが,総 額配分で

あ る。
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数 を とれ ば,(i)前 年 度 倍 率(logA)と(ii)85年 度 初 期 値(logEl。)に よ る線 形 の推 定 式(5-

2)で 表 され,各 準 州 の 時 系 列 的 な 推 移(以 下,時 系 列 パ ス)が 説 明 で き る。

Elt=A×E-1=At×E1。 (5-1)

10gElt=(lOgA)× ∫十10gElo (5-2)

各準州 の1人 当た り総支 出べ 一 スは,図1の よ うに,ユ ー コン(YN)と 総 北西準州(GNWT)

が1995～98年 度 の 期 間 で 減 少 して い るか ら,こ の 間 の 時 系 列 パ ス を そ れ ぞ れ[1]YN(95

-98)
,[2]GNWT(95-98)と しよ う。 こ の期 間 を 除 く1985-94年 度 と1999-2011年 度 は,

す べ て の 準 州 で1以 上 の 前 年 度 倍 率 で あ る が,1999年 度 か らは,GNWTが 北 西 準 州

(NWT)と ヌナ ブ ッ ト(NT)に 分 割 され て い る。 これ らの 期 間 は,1985-94年 度 の ①YN

(85-94),②GNWT(85-94),1999-2011年 度 の ③YN(99-11),④NWT(99-11),⑤NT
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(99-11)の5つ の 時 系 列 パ ス に区 分 で き る。

これ らの 時 系 列 パ ス ご と に,対 数 変 換 され た1人 当 た り総 支 出べ 一 ス(logE、t)は,(5

-2)式 に基 づ い て1985年 度 を0
,86年 度 を1と す る タ イ ム トレ ン ド ⑦ で 説 明 す る と,表

5の よ うな 推 定 結 果 が 得 られ た。

1人 当 た り総 支 出べ 一 スの 伸 び率 が プ ラ スの 期 間 で は,タ イ ム トレン ドの 係 数 が どの 時

系 列 パ スで も,0.021(=logA)前 後 で あ り,こ れ は約5%(1.05=10D°21)の 伸 び率 を 示 し

て い る。 他 方,各 時 系 列 パ ス の 違 い は,定 数 項(logEl。)で 表 され,こ れ は1985年 度 の 初

期 値 の 違 い を意 味 して い る。

第1に,①YN(85-94)の 初 期 値 は,8,712ド ル の実 績 に対 し,8,578ド ル(=1039334)と

推 定 され,-2.7%の 誤 差 にす ぎ な い。 と こ ろが,⑧YN(99-11)の85年 度 初 期 値 は,6,605

ドル(=1038199)と 推 定 され,実 績 よ り も約2,000ド ル 引 き下 げ られ,「 下 方 シ フ ト」 して い

る。

第2に,②GNWT(85-94)の 初 期 値 は,10,928ド ル の実 績 に対 し,11,066ド ル(=104D666)

と1.3%の 誤 差 に す ぎ な い。 分 割 後 の④NWT(99-11)の85年 度 初 期 値 は,①YN(85-94)

の それ と 同様 に,8,013ド ル(=1039°38)で,②GNWT(85-94)の 初 期 値 実 績 よ り も,約

3,000ド ル 「下 方 シ フ ト」 して い る。

第3に,⑤NT(99-11)が,仮 に85年 度 初 期 値 を もつ とす れ ば,11,106ド ル(=104°45つ

と推 定 され た。 これ は②GNWT(85-94)の 初 期 値 実 績10,928ド ル に対 し1.6%の 差 で,ほ

表5各 準州の総支出ベ ース(E、t)の 前 年度 倍率と1985年 度初期 値(E、o)の 推計

logElt '[85年 度0] logE、0 adjR2 前年度倍率/[E、o実 績/推 計]

①YN

〈1985-94>

②GNWT

〈1985-94>

0。02130

(20.4)

0。02269

(7.92)

3.9334

(704,3)
4.0666

(265,9)

0.9787

N=10

0.8728

N=10

1.0502イ 音

[8,712/8,578ド ノレ]

1.05036倍

[10,928/11,066ド ノレ]

[1]YN

〈1994-98>

[2]GNWT

〈1994-99>

一 〇
.01042

(-2.85)
-0

.00712

(-8.64)

4.2181

(104。1)

4.3015

(449。1)

0.6405

N=5

0.9365

N=6

0.9763イ 音

[推 計:16,522ド ル]

0.9837イ 音

[推 計:20,021ド ル]

③YN

〈1999-2011>

④NWT

〈1999-2011>

⑤NT

〈1999-2011>

0。02163

(41.9)

0。02056

(24.6)

0.02095

(37.9)

3.8199

(363,6)
3.9038

(229,9)
4.0455

(359.3)

0.9932

N=13

0.9806

N=13

0.9917

N=13

1.0510イ 音

[8,712/6,605ド ノレ]

1.0443イ 音

[10,928/8,013ド ノレ]

1.0494倍

[10,928/11,106ド ノレ]

注)④NWTと ⑤NTの 実績 は,

出所)筆 者作成。

②GWNTの 実績で ある。
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ぼ一 致 す る。 ま た,分 割 後 の ④NWT(99-11)の85年 度 初 期 値8,012ド ル(-1039°38)は,

①YN(85-94)の 初 期 値 実 績8,712ド ル と8%の 差 にす ぎ な い。 したが って,⑤NT(99-

11)と 分 割 後 の ④NWT(99-11)の 時 系 列 バ ス は,そ れ ぞ れ ②GNWT(85-94)と ①YN

(85-94)の それ を 受 け継 いで 図1の 二 重 線 の よ う に 「ス イ ッチ」 した 可 能 性 が あ る。

(2)1995～98年 度 の 削 減 期 間 と その 政 策 的 裁 量 性

1人 当 た り総 支 出 べ 一 ス の 削 減 期 間 で は,表5の よ う に,[1]YN(95-98)が1994～

98年 度 の5年 分,[2]GNWT(95-98)が1994～99年 度 の6年 分 で推 定 す る と,タ イ ム ト

レ ン ドの 変 数(')の 係 数(logA)が,そ れ ぞ れ 一 〇.01042,-0.00712で 統 計 的 に も有 意 な

マ イ ナ ス 符 号 とな って い る。 こ の 間 の 前 年 度 倍 率 は1を 下 回 り,-2%前 後 の 伸 び率 と

な って い る。

この よ うな ユ ー コ ン と総 北 西 準 州 の 下 方 シ フ ト要 因 は,第1に 前 年 度 倍 率(3年 平 均)

が,1985～94年 度 の 平 均 伸 び率5.1%か ら,1995～98年 度 で平 均0.686%伸 び に低 下 した か

らで あ る。 実 際 前 年 度 倍 率 の デ ー タ に用 い られ る州 ・地 方 支 出の 伸 び率 は,カ ナ ダ政 府

全 体 の行 政 改 革 を通 じて,1993年 度 一1.569%,96年 度 一1.418%と マ イ ナ スを 記 録 し,95

年 度 と97年 度 も ほ ぼゼ ロの 伸 び率 とな って い る。 この 下 方 シ フ ト要 因 は,総 支 出べ 一 スが

前 年 度 倍 率 を用 いて 算 定 され る と い う仕 組 み の 問 題 で,政 策 的 裁 量 性 はな い(8)。

これ に対 す る政 策 的 要 因 は,第2に1995年 度 に導 入 され た経 済 開 発 イ ンセ ン テ ィ ブが あ

げ られ る。 これ は,課 税 努 力 を 促 進 す る た めで,総 支 出ベ ー スの 下 方 シ フ トを 政 策 目的 と

した もの で はな い。 だ が,収 入 額 の20%が 経 済 開 発 イ ンセ ン テ ィ ブの 留 保 財 源 と して 控 除

され る と き,日 本 の交 付 税 と 同様 に,そ の留 保 財 源 分 が 総 支 出べ 一 スか ら控 除 され て い る。

この 要 因 は,算 定 上 の 仕 組 み と政 策 的 裁 量 性 の 両 面 を 兼 ね 備 え て い る。

第3に,1996年 度 以 降 は,5%の 予 算 カ ッ トが 導 入 され,こ れ は明 らか に下 方 シ フ トの

政 策 的 要 因 で あ る。 これ ら3つ の 要 因 に よ り,ユ ー コ ンと総 北 西 準 州 の1人 当 た り総 支 出

べ 一 スの 時 系 列 パ ス は,1995～98年 度 の 削 減 期 間 で 下 方 シ フ トした の で あ る。

(8)前 年 度 倍 率(3年 平 均)は,カ ナ ダ統 計 局 の 「州 ・地 方 支 出 」 デ ー タ に基 づ くが,こ の デ ー タ

は速 報 や 新 版 ご と に統 計 数 値 が 過 去 に遡 って 改 訂 され る。 この た め,1994年 度 ま で は,最 新 デ ー

タの 伸 び 率 を 用 いて い るが,1995～98年 度 で は,「1998年 度 ま で の 協定 」(Agreementto1998-

99)に よ る カ ナ ダ 統 計 局 の デ ー タ が 用 い られ て い る。 ま た,1999年 度 か ら は,カ ナ ダ統 計 局 の

「州 ・地 方 支 出」 の算 定 が 改 訂 され た た め,「1999年 度 か らの 協 定」(Agreementfrom1999-2000)

の デ ー タが2004年 度 まで の前年 度倍 率 に用 い られ てい る。2005～06年 度 は,会 議 事務 局(Conference

BoardofCanada)の 速 報 値 に基 づ くが,2008年 度 以 降 は,07年 度 改 革 で2年 タイ ム ラ グの デ ー

タ に基 づ くこ と にな った た め,カ ナ ダ統 計 局 の 最 新 版(08年 度 で は,07年12月 推 計 の04～06年 度

デ ー タ)を 用 い て い る。
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(3)1999年 度 の 水 準 比 較 と ス イ ッチ確 認 の 推 定

ユ ー コ ンの1人 当 た り総 支 出べ 一 ス は,1998年 度12,258ド ル で あ り,85年 度8,712ド ル の

1.4倍 で あ る。 この13年 間 の倍 率 は,年 度 平 均 の伸 び率 で は2.6%と な る[1.4-12,258≡8,712

=(1 .026)13]。 この 伸 び率 を ユ ー コ ンの1995年 度1人 当 た り金 額13,579ド ル に 適 用 す る と,

99年 度 で は15,438ド ル(-13,579×(1.026)5)と な り,こ れ は総 北 西 準 州 の99年 度15,984ド

ル に ほ ぼ一 致 す る。

他 方,総 北 西 準 州 の そ れ は,1994年 度17,331ド ル で85年 度 の10,928ド ル に対 して1.58倍 で

あ る。 この9年 間 の倍 率 は,年 度 平 均 で伸 び 率5.2%と 算 定 さ れ る[1.58=17,331÷10,928

=(1 .052)9]。 総 北 西 準 州 の1994年 度 金 額 が,95年 度 以 降 もそ の伸 び率 で算 定 され た な らば,

5年 後 の99年 度 で は,1.288倍 の22,330ド ル(=17,331×(1.052)5)と な って い た。 この 金 額

は,ヌ ナ ブ ッ トの1999年 度 実 績22,041ド ル に ほ ぼ一 致 す る。

この よ う に,1人 当 た り総 支 出べ 一 スの ①YN(85-94)や ②GNWT(85-94)の 時 系 列

パ ス は,1995～98年 度 の 削 減 期 間 を 通 じて 「下 方 シ フ ト」 しただ けで な く,図1の 二 重 線

の よ う に,そ れ ぞ れ99年 度 以 降 の ④NWT(99-11)と ⑤NT(99-11)に ス イ ッチ した 可 能

性 が 高 い。 これ ら5つ の 時 系 列 パ スが,ダ ミー 変 数 を 用 いて,一 つ の 推 定 式 で 表 す こ とが

で きれ ば,そ の85年 度 初 期 値 が ス イ ッチ して い る こ とを 確 認 で き る。

〈前 年 度 倍 率1以 上 の 期 間:1985～94年 度,1999～2011年 度 〉

(1)10gE、t=0。02127・'十3.934十 〇.1395D醐(GNWT:85-94)十 〇.1057D醐3(NT:99-11)

(43.6)(843.0)(24.0)(11,3)

-0
.04390D配 加(NWT:99-11)-0.1064D照(YN:99-11)

(-4.70)(-11.4)adjR2=0.9935,N=59

(2)10gElt=0。01928・'十3.935十 〇.1453D醐(GNWT:85-94,NT:99-11)

(73.9)(837.3)(32.3)

-0
.06818D配 配(YN:99-11)

(-12.2)adjR2-0.9912,N-59

こ こ で,被 説 明変 数 のE、tは,1985～94度 と1999～2011年 度 の プー ル ・デ ー タで,マ イ

ナ ス期 間 の1995～98年 度 の デ ー タを 除 外 して い る。 ま た,例 え ばD研3(GNWT:85-94)

は,1985～94年 度 を1,こ れ 以 外 をゼ ロ とす る総 北 西 準 州 の ダ ミー変 数,伽 配(GNWT:

85-94,NT:99-11)は 総 北 西 準 州 の1985～94年 度 とヌ ナ ブ ッ トの99～2011年 度 を1,こ れ

一55(55)一



第10巻 第1号

以 外 をゼ ロ とす る ダ ミー 変 数 で あ る。

推 定 式(1)と(2)は,①YN(1985-94)を べ 一 ス と して,そ れ ぞ れ4つ と2つ の 時 系 列 パ ス

を ダ ミー変 数 で表 した もの で あ る。 第1に,推 定 式(2)の ダ ミー 変 数 加 配(GNWT:85-

94,NT:99-11)の 係 数0.1453は,推 定 式(1)の 伽 配(GNWT:85-94)の0.1395と 加 〃3

(NT:99-11)の0.1057に ほぼ 一 致 して い るか ら,こ れ らを統 合 した もの で あ る。 した が っ

て,②GNWT(85-94)の 時 系 列 パ ス は,図1の 二 重 線 の よ うに,⑤NT(99-11)の そ れ

に ス イ ッチ した と考 え られ る。

第2に,推 定 式(1)の 加 〃2(NWT:99-11)の 係 数 一 〇.04390は,統 計 的 に は有 意 で あ る

が,定 数 項3.934に 対 して1%程 度 の 差 で あ る。 この た め,推 定 式(2)で は定 数 項 に吸 収 して

も,定 数 項 が3.935と 大 きな 変 化 が な か っ た。 したが って,①YT(85-94)の 時 系 列 パ ス

は,図1の 二 重 線 の よ う に,④NWT(99-11)の そ れ に ス イ ッチ した と考 え られ る。

第3に,加 配(YN:99-11)の 係 数 は,推 定 式(1)の0.1064か ら,推 定 式(2)の0.06818

に絶 対 値 で3割 程 度 下 回 って い る。 この 要 因 と,②GNWT(85-94)と ⑤NT(99-11)の

時 系列 バ スの 統合 に よ っ て,推 定 式(1)の前 年 度 倍 率1.0502(-10° °212りは,推 定 式(2)の1.0454

(=10° °1928)に引 き下 げ られ た と考 え られ る。

以 上 の よ う に,前 年 度 倍率 が1以 上 の期 間 で は,1人 当 た り総 支 出べ 一 ス が4.5～5%の

伸 びで 算 定 され て き た。 推 定 式(2)に 基 づ くな らば,時 系列 パ ス③YN(99-11)の85年 度 初

期 値 の 推 計7,359ド ル(=103935-° °618)は,①YN(85-94)の 実 績8,712ド ル に比 べ,1995～

98年 度 の 削 減 期 間 を 通 じて15%程 度 引 き下 げ られ た。 こ のユ ー コ ンの 実 績 は,④NWT(99

-11)の 初 期 値 推 計8
,610ド ル(=103935)に 受 け継 が れ,②GNWT(85-94)の 実 績10,929

ドル は,⑤NT(99-11)の 初 期 値 推 計12,030ド ル(=103935+°1453)に 受 け継 が れ,時 系 列 パ

スが 準 州 間 で ス イ ッチ した と考 え られ る。

3.準 州 の 「規 模 の 不 経 済 」 と各 州 並 み の 収 入 額

(1)総 支 出べ 一 スの 規 模 の 不 経 済

準 州 の 総 支 出べ 一 スの1985年 度 初 期 値 は,82年 度 の 実 際 支 出を 基 準 に決 定 され,そ の 金

額 は,各 州 の 同 様(comparable)の 支 出 に 比 べ て か な り高 い。 そ の理 由 は,準 州 が 各 州

と 同様 の サ ー ビス水 準 を 確 保 しよ う とす れ ば,(i)よ り高 い 費 用 が か か り,(ii)特 殊 な環 境

(uniquecircumstances)に も配 慮 しな けれ ばな らな いか ら,と して い る(オ ブ ラ イエ ン

報 告[EPETFF]2005,38頁)。

州 間 財 政 調 整 を行 って い る平 衡 交 付 金 の基 準 は,2007年 度 改 革 で4税(7)と50%算 入
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の 天 然 資 源(R)の 人 口1人 当 た り全 州 平 均(T+0.5R)で あ る。 これ を100と す れ ば,準

州 の1人 当 た り総 支 出ベ ー ス は,図2の よ う に,人 口が3～4万 人 と極 端 に少 な いか ら,

ユ ー コ ンや北 西 準州 は全州 平 均 の3～4倍,ヌ ナ ブ ッ トで は その5倍 以上 に算 定 され て い る。

したが って,準 州 の 総 支 出ベ ー ス は,図2の よ う に全 州 平 均(水 平 な 破 線)と 全 く異 な

る た め,人 口規 模 に対 して 「右 下 が り」 の 破 線 で 表 され る。 これ は,1985年 度 初 期 値 が,

95～99年 度 の 間 に準 州 間 で ス イ ッチ して も,各 州 に比 べ て 「(i)より高 い費 用 が か か る」 と

して,規 模 の 不 経 済 が 総 支 出べ 一 スの 算 定 で 配 慮 され て い るの で あ る。

(2)準 州 ご との 特 殊 な 環 境 と面 積 要 件

次 に,総 北 西 準 州 が1999年 度 に北 西 準 州 と ヌ ナ ブ ッ トに分 割 され た と き,後 者 の1人 当

た り総 支 出 べ 一 ス は,規 模 の不 経 済 だ け で な く,「(ii)特殊 な 環 境 」 も考 慮 さ れ た と考 え ら

れ る。

例 え ば,ヌ ナ ブ ッ トの1人 当 た り総 支 出 べ 一 ス は1999年 度,人 口2.68万 人 で22,041ド ル

と算 定 さ れ た。 これ は,人 口4万 人 の 北 西 準 州 の1人 当 た り金 額15,984ド ル の1.38倍(=
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22,041≡15,984)で あ る。 この よ うな 人 口規 模 が小 さ い ほ ど高 く算 定 さ れ る とい う 「規 模

の 不 経 済 」 の 関 係 は,図2の よ う に,2007年 度 以 降 も変 化 はな い。

と こ ろが,人 口3万 人 の ユ ー コ ンは,1999年 度 の1人 当 た り金 額 が13,201ド ル で,人 口

が よ り多 い北 西 準 州 の0.83倍(=13,201÷15,984)と 低 く設 定 され て い るた め,規 模 の 不 経

済 に よ る算 定 根 拠 と矛 盾 す る。 ま た,人 口調 整 係 数 ψ)は,実 人 口が増 加 す るほ ど,総 支

出ベ ー ス を引 き上 げ る人 口急 増 補 正 で あ るか ら,こ の 補 正 係 数 も規 模 の 不 経 済 と矛 盾 して

い る。

その 理 由 に は,(ii)特 殊 な環 境 と して,「 面 積」 要 件 が 考 え られ る。 実 際,ユ ー コ ン(図

2の ○),北 西 準 州(●),ヌ ナ ブ ッ ト(◇)の 面 積 は,そ れ ぞ れ48,135,209万km2(日

本 の 約6倍)と 順 に高 くな り,1人 当 た り総 支 出ベ ー ス も この 順 に高 く算 定 され て い る。

この た め,3準 州 の1人 当 た り総 支 出べ 一 ス は,2007年 度 改 革 前 後 で 推 定 期 間 を1999～

2006年 度 と2007～11年 度 に区 分 し,そ の プー ル ・デ ー タを 人 口 と面 積 で 説 明 す る と,以 下

の 推 定 結 果 が 得 られ た。

〈人 口1人 当 た り総 支 出 べ 一 ス の 規 模 の 不 経 済 と面 積 要 件 〉

(3)(総 支 出べ 一 ス/人 口)=17,227.1-0.2422(人 口)+58.57(面 積)+926.1(':99-06年 度)

(27.0)(-14.0)(38.3)(21.0)N-24,adjR2-0.989

(4)(総 支 出べ 一 ス/人 口)=26,687.6-0.3590(人 口)+83.36(面 積)+1,533.0(':07-11年 度)

(27。6)(-14.3)(41.7)(16。4)N=15,adjR2=0。994

こ こで,'は,推 定 期 間 の初 年 度 を0,次 年 度 を1と す る タ イ ム トレ ン ドで あ る。

これ らの 推 定 結 果 は,い ず れ の 推 定 期 間 で も,人 口の 係 数 が マ イ ナ ス符 号 で,面 積 の そ

れ が プ ラ ス符 号 で 統 計 的 に有 意 な 値 を 示 して い る。 この よ う に,1人 当 た り総 支 出べ 一 ス

は,準 州 の 「面 積 」 が 大 き い ほ ど高 く算 定 され る。 この(ii)特殊 な 環 境 を 考 慮 す れ ば,そ れ

は,人 口規 模 が大 き くな る ほ ど低 く算 定 され る 「規 模 の不 経 済 」(図 の右 下 が り破 線)を

確 認 で き るの で あ る(9)。

(9)1人 当 た り総 支 出 ベ ー ス を 実 際 支 出 と相 関 させ る と,ユ ー コ ン と北 西 準 州 は,以 下 の 推 定 式 が

示 す よ う に,実 際 支 出の 係 数 が0.436と,実 際 支 出 の4割 程 度 が反 映 され て い る。

(総 支 出 ベ ー ス/人 口)=5,950.7+0.436(実 際支 出/人 口)+4,790.5伽 配(NT)

(8.36)(15.5)(9.28)adjR2-0.961

N=37(YN:1994,1996～2007,GNWT:1994,1996～98,NWT・NT:1999～2007)

こ れ に対 し,ヌ ナ ブ ッ トは,他 の準 州 に比 べ て,4,790ド ル 高 く算 定 され て い る。 これ は1999年

度 に分 割 され た とい う 「歴 史 の 浅 さ」 に起 因 す る と考 え られ る。
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(3)人 口1人 当 た り税 収 の 都 市 化 に よ る逓 増 傾 向

収 入 額 を算 定 上 で 引 き上 げ る キ ャ ッチ ア ップ係 数(c)と キ ー プ ア ップ係 数(の は,準

州 の 課 税 努 力 を促 す 「ム チ」 と して,1990年 度 か ら導 入 され た。 キ ャ ッチ ア ップ係 数 は,

各 準 州 の 実 際 税 収 に対 す る標 準 税 収(全 国 平 均 税 率 の85%分)の 割 合 で,そ の 係 数 が1に

近 づ くほ ど,各 準 州 が 課 税 努 力 を促 進 した こ とに な る(補 論1.2を 参 照)。 そ の ユ ー コ ン と

総 北 西 準 州(1999年 度 以 降,北 西 準 州 と ヌ ナ ブ ッ ト)の 係 数 は,そ れ ぞ れ1990～94年 度 の

1.38486と1.17629か ら,1996～2006年 度1.31526と1.03528に 低下 した(た だ し,90年 度50%,

91年 度75%算 入 で補 論1.1を 参 照)。 この 期 間 で は,ユ ー コ ンの 課 税 努 力 が 北 西 準 州 に比 べ

て 不 足 して い るが,各 準 州 と も に,そ の 係 数 が1に 近 づ いて い るか ら,課 税 努 力 の 成 果 が

現 れ て い る。

他 方,準 州 共 通 の キ ー プ ア ップ係 数 は,年 度 ご とで 異 な るが,「 各 州 」 の税 率 引 上 げ割

合 を努 力 目標 と して い る(補 論1.2を 参 照)。 そ の係 数 は,1990年 度1.0516(5.16%伸 び率)

か ら93年 度1.0931,94年 度1.09225に 上 昇 した が,96年 度1.03059に 低 下 し,2001年 度 以 降 は

0.98前 後 と1を 下 回 る マ イ ナ ス の伸 び率 で あ る。 課 税 努 力 調 整 係 数(-c× ん)は,1に 近

づ くキ ャ ッチ ア ップ係 数(c)と,1を 下 回 る キ ー プ ア ップ係 数(の を か けた もの で あ る

か ら,近 年 にな る ほ ど,1に 近 づ いて 「ム チ」 の 効 果 が 弱 くな った た め,2007年 度 改 革 で

廃 止 され た。

準 州 交 付 金 の 収 入 額 は2007年 度 改 革 で,7税 目の 代 表 的 税 制(標 準 税 収)と 収 入 ブ ロ ッ

ク を合 わ せ た金 額 の70%算 入 とな って い るが,天 然 資 源 は算 入 され て いな い。 この た め,

準 州 の100%算 入 の収 入 額(留 保 財 源 控 除前)は,各 州 の天 然 資 源 を 除 く4税 収 入(の に

ほ ぼ対 応 す る。 平 衡 交 付 金 の 基 準 で あ る人 口1人 当 た り 「全 州 平 均 」 は,そ れ に天 然 資 源

(R)の50%を 加 え た 平 均 金 額(=T一 ト0.5R)で あ る(中 井 ・齊 藤,2011)。 準 州 や 各 州 の 人

口1人 当 た り税 収 が 全 州 平 均 に対 す る割 合 は,図2の よ う に,対 数 変 換 した 人 口規 模 に対

して 「右 上 が り」 の 直 線 で 表 す こ とが で き る。

実 際3準 州 と10州 の 人 口1人 当 た り税 収 は,2007～11年 度 の プー ル ・デ ー タで,以 下

の よ うな 推 定 結 果 が 得 られ た。

〈人 口1人 当 た り税 収 の 都 市 化 に よ る 逓 増 傾 向 〉

(5)(1人 当 た り税 収)=18.69+10.132[log(人 口)]+46.62加 配(AB,NWT)adjR2=0.832

(2.63)(8.47)(16.6)N=65(3準 州 と10州:2007～11)
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こ こで,「1人 当 た り税 収 」 とは,準 州100%算 入 の 収 入 額 や 各 州4税 収 入 の1人 当 た り

金 額 が,平 衡 交 付 金 の 基 準(全 州 平 均)に 対 す る割 合 で あ り,伽 〃2(AB,NWT)は,ア

ル バ ー タ(AB)州 と北 西 準 州(NWT)を1,こ れ ら以 外 を0と ダ ミー 変 数 で あ る。

北 西 準 州 の それ は,ア ル バ ー タ州 と 同様 に,天 然 資 源 に関 係 す る企 業 立 地 が 他 の 準 州 に

比 べ て所 得 税 や 給 与 税 で約2倍,法 人 税 で は約5倍 に引 き上 げ るた め,46.62ポ イ ン ト高

く,全 州 平 均 をや や 上 回 って い る。 これ らを 例 外 とす れ ば,対 数 変 換 した 人 口の 係 数 は,

プ ラ ス符 号 で 統 計 的 に有 意 で あ る た め,州 税 は 「人 口が 増 加 す る ほ ど1人 当 た り税 収 が 増

え る」 と い う 「都 市 化 に よ る逓 増 傾 向 」 を 確 認 で き る。 ま た,ユ ー コ ンや ヌ ナ ブ ッ トの1

人 当 た り税 収 も,人 口14万 人 の プ リ ンス ・エ ドワ ー ド ・ア イ ラ ン ド(PE)州 と 同様 に全 州

平 均 の75%程 度 の 水 準 を 確 保 して い るか ら,準 州 交 付 金 は,税 源 要 素 よ りも,需 要 要 素 に

ウエ イ トを置 い た財 源 保 障 型 の 財 政 調 整 制 度 と結 論 づ け られ よ う。

W.ヌ ナブ ッ ト分割 による構造変化

1.前 年度倍率による総支出ベースと収入額の制度変化による期間区分

第1に,カ ナダの準州は人口3～4万 人程度で,10州 を対象とした平衡交付金には参加

できず,準 州交付金が1985年 度に導入された。この準州交付金は,日 本の交付税と同様に

財源保障型で,総 支出べ一スと収入額との差額が交付される収支差方式である。ただ し,

総支出ベースは,行 政項目別の費用を積み上げたものではな く,前 年度のそれに州 ・地方

支出の 「前年度倍率」をかけた金額である。このため,1989年 度までの 「誕生期」は,12

～18行 の最も簡素な算定方式である(補 論1 .1を参照)。

第2に,収 入額は,誕 生期の自主財源が所得税と法人税だけで,連 邦政府からの財政移

転に大きく依存 していたが,1990～2006年 度の 「発展期」では,権 限と財源が移譲された。

ところが,準 州は,特 定の税目を課税 しなかったり,極 端に低い税率をかけた りした。こ

のため,収 入額は1990年 度か ら,全 国平均税率へ近づけるキャッチアップ係数と,州 税収

の伸び率を努力 目標とするキープア ップ係数を自主財源にかけて,算 定上引き上げられた。

これ らの係数は,課 税努力 しないと交付金が減少する 「ムチ」の役割を果たすように導入

された。他方,1995年 度か らの収入額は,自 主財源に80%を かけた金額で,残 り20%の 留

保財源が経済開発インセンティブとして 「アメ」の役割を担っている。このため,算 定ス

テップは,1990年 代で40行,2000年 代で60行 と収入額を中心にやや複雑になった(表3と

補論1.2～1.3を 参照)。
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第3に,2007年 度 改 革 に よ る新 定 式 配 分07の 「成 熟 期 」 で は,前 年 度 倍 率 に よ る総 支 出

べ 一 スが,現 金 移 転 を 除 く一 般 財 源 べ 一 ス に基 準 改 定 され た。 他 方,収 入 額 は,そ れ まで

単 年 度 で あ っ た基 礎 デ ー タを3年 平 均 と し,7税 目 と収 入 ブ ロ ックの70%が 算 入 され る。

こ の た め,留 保 財 源 の ア メ は,20%か ら30%に 引 き上 げ られ た 。 課 税 努 力 を 促 す ム チ の

キ ャ ッチ ア ップ係 数 と キー プ ア ップ係 数 は,そ の 役 割 を 終 え て 廃 止 され た の で,算 定 方 法

は再 び20行 程 度 に簡 素 化 され た(補 論IIを 参 照)。

2.ヌ ナ ブ ッ ト分 割 に よ る初 期 値 の 準 州 間 ス イ ッ チ

総 支 出べ 一 スの 前 年 度 倍 率 は,毎 年 度 異 な るが,各 準 州 共 通 の 州 ・地 方 支 出倍 率 が 太 宗

を 占 め る。 人 口1人 当 た り総 支 出ベ ー スの 前 年 度 倍 率 は,1995～98年 度 の 削 減 期 間 を 除 く

1985～2011年 度 の全 期 期 間 で,約1.05倍 と推 計 され た。 そ の前 年 度 倍 率 が,各 年 度1.05で

一 定 と仮 定 す れ ば
,t年 度 の1人 当 た り総 支 出べ 一 ス(Elt)は,1985年 度 の初 期 値(E、o)

に1.05のt乗 をか け た金 額[E、 。(1.05)t]に な る。 したが って,各 準 州 の1人 当 た り総 支 出

べ 一 スの 違 い は,初 期 値 に依 存 す る。

この 初 期 値 が,1999年 度 の ヌ ナ ブ ッ ト分 割 で シ フ トしたか ら,上 述 の 期 間 区 分 の 制 度 変

化 に対 して 「構 造 変 化 」 と い う こ とが で き る。 よ り具 体 的 に は,3準 州 の な か で 最 も高 い

ヌ ナ ブ ッ トの1人 当 た り総 支 出ベ ー ス は,1985年 度 の 初 期 値 が あ った とす れ ば,分 割 前 の

総 北 西 準 州(GNWT)の それ を受 け継 いで い る。実 際,ヌ ナ ブ ッ トの そ れ は26年 後 の2011

年 度,総 北 西 準 州 の 初 期 値 を1.05の 前 年 度 倍 率 で 伸 ば したE、。(1.05)26に ほ ぼ一 致 す る。 こ

れ に対 し,分 割 後 の 北 西 準 州(NWT)の 初 期 値 は,1995～98年 度 の 削 減 期 間 に,99年 度

以 降 で ユ ー コ ンの それ に ス イ ッチす る よ う に引 き下 げ られ た。 最 後 に,ユ ー コ ンの 初 期 値

は,1999年 度 以 降 で85年 度 水 準 を2割 削 減 した金 額 に引 き下 げ られ,3準 州 の な か で 最 も

低 い水 準 に あ る。

3.総 支 出 ベ ー スの 規 模 の 不 経 済 と収 入 額 の 都 市 化 に よ る逓 増 傾 向

ヌ ナ ブ ッ ト分 割 が3準 州 に区 分 され た こ とで,規 模 の 不 経 済 と面 積 要 件 が 人 口1人 当 た

り総 支 出べ 一 ス に 内在 して い た こ とが,確 認 で き た。 よ り具 体 的 に は,人 口1人 当 た り総

支 出べ 一 スが ユ ー コ ン,北 西 準 州,ヌ ナ ブ ッ トの 順 に高 いの は,そ れ ぞ れ48,135,209万

km2と い う面 積 要 件 に起 因 して い る。 こ の面 積 要 件 を除 外 す れ ば,そ れ は,統 計 的 に人 口

の 係 数 が マ イ ナ ス符 号 で あ り,規 模 の 不 経 済 を 反 映 して オ ー ス トラ リアの 北 部 準 州 と 同様

に,北 西 準 州,ユ ー コ ン,ヌ ナ ブ ッ トの 順 に人 口が 少 な い準 州 ほ ど高 く算 定 され る こ と に
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なる。

他方,人 口1人 当たり収入額は,2007年 度以降,人 口増加に伴う 「都市化による逓増傾

向」を統計的に確認できる。ユーコンやヌナブットの1人 当たり収入額は,人 口が3万 人

程度にすぎないから,人 口14万人のプリンス ・エ ドワー ド・アイラン ド(PE)州 と同様

に,全 州平均の75%程 度の水準にとどまっている。これに対 し,北 西準州のそれは,人 口

が4万 人強でより高いだけでな く,天 然資源に関係する企業立地が,他 の準州に比べて所

得税や給与税で約2倍,法 人税では約5倍 に引き上げるため,全 州平均をやや上回ってい

る。

以上のように,準 州交付金の収支差方式は,準 州が中央政府の組織の一部と想定されて

いるか ら,財 源保障型として成立 したと考え られる。その人口1人 当た り総支出べ一スの

「規模の不経済」と収入額の 「都市化による逓増傾向」 という特徴は,日 本の都道府県や

オース トラリア各州の交付金算定と共通 している。これ らの特徴は,ヌ ナブット分割によ

る3準 州データで確認できた。分割された準州の総支出べ一スは,分 割前の最高値である

総北西準州のそれを受け継いで,規 模の不経済や面積要件が配慮された。ヌナブットは,

わずか5.8億 ドルの補償金で土地請求権を手放 し,イ ヌイットの自治政府を手に入れた。そ

の結果,狩 猟か ら定住という生活パターンの激変が,無 気力感やアルコール中毒などの社

会問題を引き起こしているという警鐘も看過できない(吉 田,1996,121頁)。 だが,連 邦

政府は,そ の補償金だけでな く,準 州交付金を1999年 度5.2億 ドルから2011年 度11.7億 ドル

と2倍 に増や して,ヌ ナブット分割を支えているのである。

(近畿大学教授)

(大阪学院大学教授)
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カナダ準州交付金の ヌナ ブッ ト分割 による構造変化(中 井 ・齊藤)

[補論1.1]1980年 代 後 半 の 誕生 期:旧 定式 配 分85の 算 定 方式

(1)「 前 年 度 倍 率 」 方 式 の総 支 出 ベ ー ス と88年 度 か ら の シー リ ング

総 支 出べ 一 ス は,1985初 年 度 だ けは 「前 年 度 べ 一 ス 」(Base)が82年 度 に基 づ くが,そ

れ に州 ・地 方 支 出倍 率 の 「前 年 度 倍 率 」 を か け た金 額 が べ 一 ス とな る。 ユ ー コ ンの1985年

度 は,付 表1-1[()内 は行 番 号]の よ う に,濃 い網 掛 けの2.13億 ドル(7)で あ る。

1986年 度 に は,そ の 金 額 が,薄 い網 掛 けの 前 年 度 ベ ー ス(6)に な るか ら,現 年 度 べ 一 ス

は これ に州 ・地 方 支 出の3年 平 均 伸 び率 の 州 ・地 方 支 出倍 率1.06616(1)を か けた 濃 い網

掛 けの2.27億 ドル(7)に な る⑩。 こ の よ うな 「前 年 度 倍 率 」 方 式 は,付 表1-1の よ う に

2006年 度 まで 継 続 し,「 新 定 式 配 分07」 の2007年 度 に基 準 改 定 され た が,11年 度 現 在 で も,

同様 の 方 式 で あ る。

た だ し,1985年 度 の 総 支 出 べ 一 ス は,上 述 の 現 年 度 べ 一 ス に 臨 時 交 付 金(OneTime

Payments)118万 ドル(10)を 加 え た2.14億 ドル(14)で あ る。1986年 度 か ら は,連 邦 政

府 の移 転 プ ロ グ ラ ム2.3万 ドル(8)が 加 算 され,権 限 移 譲 に伴 って89年 度 に242万 ドル と

100倍 の伸 びを 示 し,87年 度 か らは連邦 イニ シ ャテ ィブ146.2万 ドル(9)が 開始 され て い る。

こ の よ うな総 支 出 べ 一 ス の 増 加 に対 し,1988年 度 の 「GDPシ ー リ ン グ倍 率 」 は そ の 伸

び率 の上 限(ceilling)を 設 け る た め に導 入 さ れ,州 ・地 方 支 出倍 率 との ど ち らか 小 さ い

方 が 選 択 され る よ う にな っ た。

1989年 度 の 総 支 出べ 一 ス は,ユ ー コ ンが2.82億 ドル(14)と85年 度 の1.3倍 に増 加 して い

る。 ヌ ナ ブ ッ ト分 割 前 の 総 北 西 準 州 の そ れ は,付 表1-2の よ うに,1989年 度8.88億 ドル

(14)と ユ ー コ ンの そ れ の3倍 に及 び,85年 度 の6.01億 ドル に対 して も1.47倍 の 伸 びを 示 し

て い る。 両 準 州 は,と も に 同 じ州 ・地 方 支 出倍 率 が 適 用 され るが,総 北 西 準 州 は,連 邦 政

府 の 移 転 プ ロ グ ラ ムが1989年 度 に9,962万 ドル(8)と ユ ー コ ンの41倍 に及 ぶ た め,伸 び率

の 差 が 生 ず るの で あ る。

(2)「 財 政 移 転 」 を含 む収 入 額

収 入 額 は,総 支 出べ 一 スが,わ が 国 の よ うな 特 定 補 助 金 を 除 く一 般 財 源 べ 一 スで な いた

め,州 税 等 の 自主 財 源 だ けで な く,連 邦 政 府 か らの現 金 移 転 も含 まれ る こ とを特 徴 とす る。

例 え ば,ユ ー コ ンの場 合,1985年 度 で は付 表1-1の よ うに,保 健 ・社 会 移 転(CHST)の

ω ∬ハτ∬ τZC5CA崩DA(1997年10月)の 州 ・地 方 支 出 の 四半 期 合 計 は,1983～86年 度 そ れ ぞ れ

105,106,111,288,121,148,127,332百 万 ドル で あ る か ら,1984～86年 度 の 前 年 度 倍 率 は,そ れ ぞ

れ1.05882,1.08860,1.05105と な り,こ れ らの3年 平 均 が1.06616と な る[「 算 定 資料 」(2003a)

のC表1を 参 照]。
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付 表1-1 ユー コンの準州交付金の

年 度 198519861987 1988 1989 1990 1991 19921993 1994

1.総 支出の補正係数

1州 ・地方支出倍率:3年 平均 1.076231.066161.06780 1.06325 1.07721 1.08393 1.08523 1.068901.03569 1.02285

2GDPシ ー リング倍率:3年 平均 1.08305 1.08598 1.05836 1.03364 1.018221.02509 1.03986

3総 支出倍率:min,[(1),(2)] 1.06325 1.07721 1.05836 1.03364 1.018221.02509 1.02285

4人 口調整係数:3年 平均 1.00954 1.01204 1,022921.02098 1.00140

5人 口調整支出倍率:(3)x(4) 1.06325 1.07721 1.06846 1.04607 1.041561.04660 1.02428

且.総 支出ベース:標 準支出

6前 年度べ一ス:(7)の 前年度分 213,123,095227,223,319 242,629,060 257,975,348 277,893,625 296,918,222 310,597,245323,505,666 338,581,030

7現 年度べ一ス:(6)×(5) 213,123,095227,223,319242,629,060 257.975β48 277,893,625 296,918,222 310,597,245 323,505,666338,581,030 346,801,778

8移 転プログラム 23,00024,559 26,113 2,421,206 12.352β22 13,060,374 37,569,45953,842,661 55,149,961

9連 邦イニシ ャテ ィブ 1,462,000 1,554,472 1,674,492 1,789,128 1β71,553 1,949β352,055,556 2,105,465

10臨 時交付金 1,182,0001」74,000 00 20,000 0 0 0385,255 506,599

11予 算カ ット(一)

12経 済開発イ ンセ ンテ ィブ(一)

13キ ャ ップ相殺

14総 支出べ一ス:(7)+…+(13) 214,305,095229,020,319244,115,619 259,555,932 282.009β23 311,060,172 325,529,172 363,024,460394,864,502 404,563,803

皿.収 入額

〈カテゴ リー1>

保健・社会移転(CHST):151996～2003年 度

16フ ロアー提供分

17追 加現金負担:1999年 度予算

18追 加現金負担:2000年8月

19CHST保 健補足基金

20GHST基 金の配分:2003年 度予算

21GHST基 金の配分:2000年 度予算

22GHST基 金の配分:1999年 度予算

23現 金移転計:(15)+…+(22) 24.338228 28,239,303 30,203,15025,964,732 27.481216

〈控除項目〉

24追 加現金負担:1999年 度予算

25追 加現金負担:2000年8月

26CHT&CSTの 控 除額

27CHST保 健補足基金

28GHST基 金の配分:2003年 度予算

29GHST基 金の配分:2000年 度予算

30GHST基 金の配分:1999年 度予算

31控 除項 目:1990～98年 度 一5 ,979β52 一7
,149,958

一6
,943,250-2,958,491

一3 ,114β17

32CHST現 金 フロアの増額

純現金移転(1985～90年 度33
定着プログラム援助)

8,449,0008,520,0009,467,000 10,015,000 10,277,000 18,358,376 21,089,345 23,259,90023,006,241 24,366,399

34そ の他の移転 35,834,65537,697,79438,862β87 42210,929 46,028,607

35控 除金額

36そ の他総純移転

37総 純移転:(33)十(36) 44,283,65546,217,79448,329,387 52225,929 56,305,607 18.358β76 21,089,345 23,259,90023,006,241 24.366β99

<カ テゴ リー2>

38所 得税 16,934,53119,985,32020,441,136 22,106,549 24,234,592

39法 人税 2,035,0171,892,3995,395,173 3,379,772 8,442,887

40自 主財源 18,969,54821,877,71925,836,309 25.486β21 32,677,479 59,115,145 57β85,896 56,204,41468,984,800 78,999,597

41控 除額 一524
,902

一682
,203 2,643,478-1β91,874 一876

,692

42税 率調整後自主財源:(40)+(41) 58.590243 56,703,693 58,847,89267,592,926 78,122,905

431992年 度以降の税率調整 一3 ,012」22 一3
,123,833

一4 ,579β36-12,321,397-18,852,162

44課 税努力調整後自主財源:(42)+(43) 55,577,521 53,579,860 54,268,55655,271,529 59.270」43

キャッチアップ係数(90～94年度:87年45
度基準,95～06年 度:92年度基準)

1.19243 1.28865 1.384861.38486 1.38486

46キ ープア ップ係数 1.05160 1.05885 1,057441.09351 1.09225

47調 整後自主財源:(44)×(45)×(46) 69,691,954 73,109,025 79,471,21883,700,896 89,653,716

48経 済開発インセンティブ:(47)x20%

49自 主財源の収入額:(47)x80%

50移 転 ・連邦イニシ ャティブ 60,000 60,000

51調 整後移転・連邦イニシャティブ 60,000 59β53

52経 済開発イ ンセ ンティブ:20%

53移 転の収入額:(51)×80%

〈カテゴ リー3>

54そ の他収入 985,005 834,103 980,807485,941 494,483

55控 除額 一681 ,235 一547 ,044 一660 ,874-113,889 一189
,531

56純 その他収入:(54)+(55) 303,770 287,059 319,933372,052 304,952

〈カテゴ リー4>

57そ の他収入 33,053,942 34,306,011 18,298,22321,221,251 20,508,594

58控 除額 一24 ,394,466-26,234,822-13,024,608-20,731,884-17,754β04

59純 その他収入:(57)+(58) 8,659,476 8,071,189 5,273β15489,367 2.753」90

60収 入額 63,253,20368,095,51374,165,696 77」12,250 88,983,086 97,013,576 102,556,618 108,324,666107,628,556 117.138」10

IV.準 州交付金

61相 殺前の準州交付金:(14)一(60) 287,235,946 287,425,092

62ユ ーコン石油 ・ガス収入相殺制度 1,657,222 1,657,253

63準 州交付金:(61)+(62) 151,051,892160,924,806169,949,923 181,843,682 193,026,237 214,046,596 222,972,553 254,699,793288,893,168 289.082β45

64纐 配分方式:法(2005,・ ・7,・・1)・
(2006,c.4,s.182)

出所)『 算 定 資 料 』:DepartmentofFinance,Canada,(2003a),Fo朋 那10F'ηoηc'η8g照r'6rly,Department
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算定方式

カ ナ ダ 準 州 交 付 金 の ヌナ ブ ッ ト分 割 に

(1985～2006年 度):ド ル

よる構造変化(中 井 ・齊藤)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.00880

1.04785

1.00880

0.99594

1.00470

1.00931

1.04828

1.00931

1.00327

1.01261

0.99920

1.04410

0.99920

1.00914

1.00833

1.01013

1.04178

1.OlOl3

0.99402

1.00409

1.03801

1.05785

1.03801

0.98490

1.02234

1.04705

1.07047

1.04705

0.97699

1.02296

1.05063

1.06275

1.05063

0.97977

1.02938

1.05197

1.05434

1.05197

0.98270

1.03377

1.04774

1.03855

1.04774

0.99131

1.03864

1.04261

1.05713

1.04261

0.99788

1.04040

1.04861

1.05677

1.04861

0.99988

1.04848

1.04683

1.03616

1.04683

0.99641

1.04307

346,801,778

348,431,746

55,409,166

3,164,481

0

0

16,040,434

3,850,952

394,815,911

348,431,746

352,825,470

56,107,876

3,204,385

4,282,977

20,553,769

16242,704

3,899,513

383,523,748

352,825,470

355,764,506

69,291,107

3,231,078

53,328

20,724,982

16β78,006

3,931,995

395,169,028

355,764,506

357,219,583

69,897,632

3β51,679

79,724

20,809,747

16,444,992

3,948,077

397241,957

357,219,583

365,199,869

71,459,145

3,682,273

0

21274,637

16,812,373

4,036,277

406,290,555

365,199,869

373,584,858

73,099,847

3,766,818

8,194,707

21,763,103

17,198,385

4,128,950

423,813,693

373,584,858

384,560,781

75247,521

3β77,487

9,579,458

22,402,502

17,703,674

4250,259

437,409,330

384,560,781

397,547,398

77,788,629

4,065,768

9,789,241

23,159,035

18β01,527

4,393,790

452,124,265

397,547,398

412,908,630

117,245,948

4.228210

19.172β39

24,053,900

19,008,698

4,563,566

515,056,395

412,908,630

429,590,138

121,882,949

4,457,482

16β36,203

25,025,678

19,776,649

4,747,934

532,512,380

429,590,138

450,416,668

127,791,835

4,673,580

15,849,752

26,238,923

20,735,421

4,978,114

556,735,606

450,416,668

469,816,114

133,295,829

4.874β71

15.849」52

27,369,033

21,628,495

5,192,521

580,031,560

20,037,687

81,704

0

19,952,983

19,952,983

20,848,709

3,245,927

858,000

16,744,782

16,744,782

19.084β66

0

1,683,000

17.401β66

17,401,366

16,481,000

1,560,000

0

0

0

0

2,124,000

20,165,000

0

0

0

0

-2
,124,000

1,560,000

16,481,000

276,862

-23β79

252,983

16,733,983

15,576,000

1,523,000

992,000

0

0

971,000

1,074,000

20,136,000

992,000

0

0
-971 ,000

-1 ,074,000

1,523,000

15,576,000

299,101
-3D ,662

268,439

15,844,439

14,326,000

1,456,000

1,942,000

2,718,000

0

474,000

541,000

21,457,000

1,942,000

2,718,000

0

-4了4
,000

-541っ00

1,156,000

14,326,000

406,854

-103282

303,572

14,629,572

13β70,000

1,442,000

2,403,000

3,460,000

0

463,000

0

21,138,000

2,103,000

3,460,000

0

-463
,000

0

1,112,000

13β70,000

500,523

-106
,021

394,502

13,764,502

13,887,000

1,446,000

2,411,000

4,170,000

943,000

455,000

0

23,312,000

2,41LOOO

4,170,000

-943 ,DDO
-455 ,000

0

L416,000

13,887,000

503,682
-184 ,D29

319,653

14,206,653

24,465,000

0

0

0

998,000

935,000

0

0

26β98,000

0

0

10,204,552

-998
,000

-935
,000

0

0

0

14,260,448

455,000

-105
,000

350,000

14,610,448

29,507,000

0

0

0

1,017,000

463,000

0

0

30,987,000

0

0

15,576,804
-1 ,017,00D
-463 ,00D

O

O

O

13,930,196

455,000
-105 ,00D

350,000

14,280,196

30,816,000

0

0

0

0

0

0

0

30,816,000

0

0

16,845,578

0

0

0

0

0

13,970,422

455,000
-1D5 ,DOO

350,000

14,320,422

79,500,021

-1
,088,473

78,411,548

-14
,439,186

63,972,362

1.31526

1.03059

86,714,140

-17β42β28

69,371,312

280,633

280,399

56,080

224,319

78,014,696
-2 ,634,53D

75,380,166
-13 ,369,980

62,010,186

1.31526

1.01849

83,067,553
-16 ,613,511

66,454,042

566,262

559,383

111,877

447,506

76,657,565

-2
.401β20

74256,245

-12β53っ89

61,403,156

1.31526

0.99886

80,669,047

-16
,133,809

64,535,238

624,674

605,220

121,041

484,176

76,606,219

-3227
,720

73,378,499

-12
,857,210

60,521,289

1.31526

1.00385

79,907,695

-15
,981,539

63,926,156

641,187

624,333

121β67

499,466

74,844,325

-2
,718,644

72,125,681

-12
,197,772

59,927,909

1.31526

1.00387

79,125,818

-15
,825,164

63,300,654

632,999

616β70

123,271

493,096

70,723,510

-2
.818β22

67,905,188

-10
.459β34

57,445,854

1.31526

0.97104

73,368,125

-14
.673β25

58,694,500

661,405

622,981

124,596

498β85

71,198,316

-1β40
,706

69,857,610

-11
,567,109

58,290,501

1.31526

0.97255

74,562,650

-14
,912,530

59,650,120

564,734

532,724

106,545

426,179

69,943,956

-1
,675,835

68,268,121

-11
,379,438

56,888,683

1.31526

0.95835

71,707,014

-14
,341,4D3

57,365,611

528,145

490,920

98,184

392」36

71,855,456

-1β30
,000

70,525,456

-11
,4了3,444

59,052,012

1.31526

0.98876

76,795,753

-15β59
,151

61,436,602

610,000

585,033

117,007

468,027

78,327,000

-1β30
,00D

76,997,000

-7β15
,167

69,681,833

1.31526

0.98315

90,105,429

-18
,021,086

72,084,343

610,000

581,716

116,343

465,373

80,494,000
-1 ,33D,DOO

79,164,000
-7 ,118,655

72,045,345

1.31526

0.97223

92,126,920
-18 ,425,384

73,701,536

610,000

575253
115,051

460202

1,215,319

794,826

420,493

824,372

365,446

458,926

559β44

166,102

393,742

32β05,758

27β09,956

5,495,802

28,832,879

24.754266

4,078,613

27.336β26

23,576,493

3,759,833

30,479,635

26,284,381

4,195,254

43,678,008

39,387,639

4,290,369

4,975,000

225,000

4,750,000

4,975,000

225,000

4,750,000

4,975,000

225,000

4,750,000

23,972,135
-19220 ,980

4,751,155

23,052,627
-19 ,466,771

3,585,856

27,370,753
-23 ,211,848

4,158,905

94,720,262 87,691,113 86,973,427 86,655,407 83,716,802 77,582,290 78,036,055 76.255β69 81,265,077 91,579,912 93232,161

288,975,904

1,657,253

290,633,157

288β03,485

0

288,803,485

307,477,915

0

307,477,915

310,268,530

0

310268,530

319,635,147

177,983

319,457,164

340,096,891

4β02,692

335,794,199

359,827,040

807,999

359,019,041

374,088,210

465,264

373,622,946

438,801,026

76β69

438,724,657

451.247β03

0

451,247,303

465,155,694

0

465,155,694

486,799,399

0

486,799,399

465,707,930 487,140,000 505,608,000
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付 表1-2 総北西準州の準州交付金の算定方式(1985～98年 度):ド ル

年 度 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1.総 支出の補正係数
1 州 ・地方支出倍率:3年 平均 1.07623 1.06616 1.06780 1.06325 1.07721 1.08393 1.08523 1.06890 1.03569 1.02285 1.00880 1.00931 0.99920 1.01013

2 GDPシ ー リング倍率:3年 平均 1.08305 1.08598 1.05836 1.03364 1.01822 1.02509 1.03986 1.04785 1.04828 1.04410 1.04178

3 総支 出倍率:mln.[(1),(2)] 1.06325 1.07721 1.05836 1.03364 1.01822 1.02509 1.02285 1.00880 1.00931 0.99920 1.01013
4 人口調整係数:3年 平均 1.00627 1.01364 1.01651 1.01281 1.01067 1.01029 1.00943 1.00207 0.99412

5 人口調整支出倍率:(3)×(4) 1.06325 1.07721 1.06500 1.04774 1.03503 1.03822 1.03376 1.01918 1.01883 1.00127 1.00419

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31
32

33

34

35
36

HI.収 入額
〈カテゴ リー1>

現金移転
控 除項 目計

CHST現 金フロアの増額

純現金移転 定着 プログラム援助

その他 の移転

総純移転

くカテゴ リー2>所得税

法人税

自主財源

控 除額

税率調整後 自主財源:(23)+(24)
92年 度以降の税率調整

課税努力調整後 自主財源:(25)+(26)
キャッチアップ係数(90～94年 度:87年
度基準,95～06年 度:92年 度基準)
キープアップ係数

調整後 自主財源:(27)×(28)×(29)

経済開発 インセンティブ:(30)×20%

自主財源の収入額:(30)×80%

[連邦イニ シャテ ィブ分]
移転:連 邦 イニ シャティブ

調整後移転:連 邦 イニ シャティブ

経済開発 インセンティブ:20%

移転 の収入額:(34)×80%

159,590,328

-862
,391

158,727,937

-19
、612,551

139,115,386

1.08815

1.05160

159,189,533

66β42

66,342

169,276,143
-666

,666
168,609,477
-28 ,D95,053
140,514,424

1.13222

1.05885

168,455,878

115,192

115,192

150,599,714
-15

,485
150,584,229
-24 ,852,476
125,731,753

1.17629

1.05744

156,392,208

110,000

109β54

155,186,093

0

155,186,093
-32 ,687,039
122,499,054

1.17629

1.09351

157,568,681

217,000

220,502

168,879,601

0

168,879,601
-40 ,125,905
128,753,696

1.17629

1.09225

165,423,103

205,852

208,478 2,706,194

4

0

4

6
8

8

9

2

6

5

7

5
1

2

5

3

1

8

2

2
0

5

0

2

8

3

,

,

,
3

3

,

,

,

5

4
1

0

0

9

3

FJ

5

5
0

.

91

4

7

5

9
6

1

1

2

8

3

8

9

8

7

1

匡
り

ー

一
1

9

3

5

ρ
U

り
0

3

1

1

2,544,000

2,537,827

507,565
2,030,261

175,741,782

0

175,741,782

-22
、371,582

153,370,200

1.03528

1.01849

161,716,964

32,313,393

129,373,571

2,876,402

2,835,764

567,153
2,268,611

94,744,000

50,880,000
-3

,924,000

39,940,000

173,379,878
0

173,379,878
-22 ,422,571
150,957,307

1.03528

0.99886
156,104,918
3L220,981
124,883,935

3,550,000

3,432,438

686,488
2,745,950

〈カテ ゴリー3>
37 その他収入 58q117 627β53 547,671 571,000 642,213

38 控除額
一21

,000
一48

,434

39 純 その他収入:(37)+(38) 580,117 627,853 547,671 550,000 593,779

〈カテ ゴリー4>
40 その他収入 31.902211 30,475,087 35,968,674 29,747,100 27,873,666 30,612,000 20,934,000 34」28,000

41 控除額 一19
,676,910

一21β61β88 一21
,680,747

一19っ38 ,000 一21
,100,892

一24
,828,000

一15β59 ,000 一29
,064,000

42 純 その他収入:(40)+(41) 12.225β01 8,613,699 14287,927 10,709,100 6,772,774 5,784,000 5,575,000 5,664,000

43 収入額 146,630,466 136,996,436 155,085,005 170,025,050 184,720,678 217,447,197 229,635,460 225,175,840 225,329,283 230,934,072 194,527,647 183.534」22 173233,885

IV.準 州交付金

44準 州交付金:(14)一(43) 454,485,823507,874,514560,194,282 645,459,438703,668,511 747,693,346 781,580,893 821,463,422 861,334,334 892,415,309906,306,667 907,866,649 921,447,720 935,284,192

出所)『 算定資料』

F1η侃c囎,

:DepartmentofFinance,Canada,

のS表 よ り作 成 。
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カナダ準州交付金の ヌナ ブッ ト分割 による構造変化(中 井 ・齊藤)

前 身 で あ る定 着 プ ロ グ ラ ム援 助(EstablishedProgramsFinancing)が0.08億 ドル(33),

その 他 の 移 転 が0.36億 ドル(34)で あ る。 これ らの総 純 移 転 は,0.44億 ドル(37)に 及 び,

1989年 度 まで 収 入 額 の7割 を 占 めて い る。

他 方,自 主 財 源 は,所 得 税 と法 人 税 だ けで あ り,例 え ばユ ー コ ンの 場 合,1985年 度 に は

それ ぞれ0.17億 ドル(38),0.02億 ドル(39)で,こ れ らを合 わせ た 自主 財 源 は,0.19億 ド

ル で あ るが,89年 度 に は0.33億 ドル(40)と2倍 近 くに伸 びて い る。

1989年 度 の 収 入 額 は,ユ ー コ ンが 総 純 移 転 と 自主 財 源 を 合 わ せ た0.88億 ドル で,85年 度

0.63億 ドル(60)の1.4倍 に増 加 して い る。総 北 西 準 州 の そ れ は,付 表1-2の よ うに,1989

年 度1.85億 ドル(43)と ユ ー コ ンの3倍 に及 ぶ が,85年 度 の1.46億 ドル に対 して は1.27倍 の

伸 び にす ぎな い。

(3)最 も簡 素 な 算 定 方 式 の 準 州 交 付 金

準 州 交 付 金 の 算 定 交 付 金(Entitlement)は,総 支 出べ 一 スか ら収 入 額 を 引 いた 金 額 で

あ る。 ユ ー コ ンの準 州 交 付 金 は,付 表1-1の よ うに1985年 度 の1.51億 ドル か ら89年 度1.93

億 ドル(63)と1.28倍 に増 加 した。 総 北 西 準 州 の それ は,付 表1-2の よ うに,ユ ー コ ンの

3倍 以 上 に及 び,1985年 度 の4.54億 ドル か ら89年 度7.03億 ドル(44)と1.55倍 で ユ ー コ ンを

上 回 る増 加 を示 した。

この た め,1988年 度 に はGDPシ ー リン グ倍 率 が 導 入 され た と考 え られ る。 だ が,い ず

れ に して も,1980年 代 後 半 の 準 州 交 付 金 の 誕 生 期 で は,付 表1-1～1-2の よ う にS表 の

算 定 ス テ ップが12～18行 で,最 も簡 素 な 算 定 方 式 と言 え よ う(ll)。

[補論1.2]1990年 代の発展期:自 主財源充実へのアメとムチ

(1)総 支出ベースの人口調整倍率と財政移転

第1に,総 支出べ一スの算定方法は1990年 度から,付 表1-1の ように,人 口調整係数

(4)が 加わり,こ れと総支出倍率(3)を かけた 「人 口調整支出倍率」(5)を 伸び率と

して用いるようになった。人口調整係数とは,カ ナダ全人口の成長率に対する準州人口の

成長率の3年 平均であり,こ の調整は,州 ・地方支出倍率では捉えられない人口成長率の

(IDユ ー コ ンと総 北 西 準 州 の1985～98年 度 『算 定 資 料 」(2003a)の エ クセ ル シー トは,(i)Summary

のS表1～5で 準 州 交 付 金 の 算 定 方 式,(ii)DataのD表1～4で 州 ・地 方 政 府 支 出,GDPや 人 口

の デ ー タ,(1ii)CaluculatonのC表1の 人 口調 整 支 出 倍 率 とC表2～14の87～97年 度 キ ー プ ア ッ プ

係 数,㊥Inputの1表1～2の 連 邦 の 現 金 移 転 や 準 州 の 移 転 収 入,連 邦 イ ニ シ ャテ ィ ブが 記 載 さ

れ て い る。 ちな み に,単 年 度 の 財 政 力 指 数(=収 入 額 ÷総 支 出 ベ ー ス)は,ユ ー コ ンが1985～89

年 度0.3強 で あ り,総 北 西 準 州 は0.2強 とな って い る。
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第10巻 第1号

格 差 を保 障 す る た め に導 入 され た。 この た め,人 口調 整 係 数 は,規 模 の 不 経 済 を 調 整 す る

「段 階補 正 」 で は な く,「 人 口急 増 補 正 」 に相 当 して い る。

第2に,総 支 出べ 一 ス の削 減 要 因 と して,GDPシ ー リン グ倍 率(2)の 適 用 は,付 表

1-1～1-2の 網 掛 けの よ う に,ユ ー コ ンと総 北 西 準 州 で と も に1990～93年 度 の4年 間 だ

けで あ る。 これ ら以 外 の 年 度 の 総 支 出倍 率 は,州 ・地 方 支 出倍 率 が 用 い られ て い る。1990

年 代 後 半 で は,ユ ー コ ンで約 一2,000万 ドル,総 北 西 準 州 で 約 一5,800万 ドル(11)の 予 算

カ ッ トが 実 施 され た。 ただ し,経 済 開 発 イ ンセ ン テ ィ ブ は,総 支 出ベ ー スの 削 減 を 目的 と

した もの で は な い が,1995年 度 の ユ ー コ ンで 一1,600万 ドル,総 北 西 準 州 で 一3,600万 ドル

(12)の 削減 項 目 とな って い る。

第3に,総 支 出ベ ー ス の増 加 要 因 と して,移 転 プ ロ グ ラ ム は,付 表1-1の ユ ー コ ンの

場 合,権 限 移 譲 に伴 って1989年 度 の243万 ドル か ら90年 度 に1,235万 ドル(8)と5倍 近 く

増 加 した。 総 支 出べ 一 ス は,総 支 出倍 率(3)に シー リン グが か け られ た が,1990年 度 で

10.3%も 伸 びて い る。 こ の移 転 プ ロ グ ラ ム は,1994年 度5,515万 ドル(8)と さ ら に4倍 近

く増 加 して い る。

以 上 の 削 減 と増 加 要 因 に よ って,総 支 出べ 一 ス は,1990年 代 前 半 で はユ ー コ ンが3.11億

ドル か ら4.04億 ドル と30%,総 北 西 準 州 が9.65億 ドル か ら11.23億 ドル と16%増 加 した が,

90年 代 後 半 で は,そ れ ぞ れ4億 ドル,11億 ドル 前 後 で 頭 打 ち とな って い る。

(2)収 入 額:課 税 努 力 調 整 係 数 の ム チ と経 済 開 発 イ ンセ ン テ ィブ の アメ

収 入 額 の第1カ テ ゴ リー は,誕 生 期 と 同 じ 「定 着 プ ロ グ ラ ム援 助 」(EPF:1977～95年

度)を 中心 とす る連 邦 政 府 か らの 総 純 移 転 で あ る。 ユ ー コ ンの そ れ は,付 表1-1の よ う

に1989年 度 の0.56億 ドル か ら90年 度0.18億 ドル(37),総 北 西 準 州 の それ も,付 表1-2の

よ う に1.12億 ドル か ら0.45億 ドル(20)と3分 の1に 減 少 して い る。

残 りの3分 の2は,第2カ テ ゴ リー が 示 す よ う に,「 そ の他 の移 転 」(34)が 準 州 の 自主

財 源 と して 税 源 移 譲 され た と考 え られ る。 ユ ー コ ンの1989年 度 の 自主 財 源 は,所 得 税 と法

人 税 の2税 目 だ けで あ り,0.32億 ドル にす ぎな か った が,90年 度 で は0.59億 ドル(40),総

北 西 準 州 の それ も,0.72億 ドル か ら1.59億 ドル(23)と2倍 近 くに増 加 して い る。

この よ う に税 源 移 譲 して 制 度 上,自 主 財 源 を 充 実 して も,準 州 は特 定 の 税 目を 課 税 しな

か っ た り,極 端 に低 い税 率 を か け た り した。 この た め,キ ャ ッチ ア ップ係 数 とキ ー プ ア ッ

プ係 数 が,課 税 努 力 を 促 す 「ム チ」 の 役 割 を 果 たす よ う に導 入 され た 。

各 準 州 で 異 な る キ ャ ッチ ア ップ係 数 は,少 な くと も5年 間 は 同 じ値 で,以 下 の よ う に,
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各 州 の 全 国 平 均 税 率 の85%を 努 力 目標 と して い る。

キ ャ ッチ ア ップ係 数=0.85×(全 国平 均税 率 ×課 税 ベ ー ス)/実 際 税 収

こ こで,1990～94年 度 の それ は,87年 度 の 全 国 平 均 税 率 を 各 準 州 の 課 税 べ 一 ス にか けた

標 準 税 収 につ いて,そ の85%を 各 準 州 の 実 際 税 収 で 割 っ た値 で あ る。 ユ ー コ ンの 係 数 は,

付 表1-1の 網 掛 けの よ う に1.38486(45)で,1995～2006年 度 で は92年 度 の全 国 平 均 税 率

で1.31526に 引 き 下 げ られ て い る。 総 北 西 準 州 の係 数 は,付 表1-2の よ う に1990～94年 度

1.17269で あ ったが,1995年 度 以 降 は,ヌ ナ ブ ッ トとと もに1.03528に 引 き下 げ られ て い る⑫。

他 方,各 年 度 で 異 な る キ ー プ ア ップ係 数 は,各 準 州 で 同 じ値 が 用 られ,「 各 州」 の 税 率

引 上 げ率 を努 力 目標 と して い る。 例 え ば1990年 度 の 係 数 は,以 下 の よ う に87～89年 度 の 累

積 引 上 げ率 で あ る。

90年 度 キ ー プ ア ップ係 数={Σ(B87×t88)/Σ(B87×t87)}

×{Σ(B88×t89)/Σ(B88×t88)}

×{Σ(B89×t90)/Σ(B89×t89)}

こ こで,1987年 度 の税 率 引上 げ率 は,各 州33税 目に つ い て 当該 年 度 の課 税 ベ ー ス(B87)

に 当該 年 度 の 全 国 平 均 税 率(t87)を か けた 標 準 税 収(Σ(B87×t87))に 対 し,当 該 年 度

の 課 税 べ 一 ス(B87)に 「翌 年 度 」 の全 国平 均 税 率(t88)を か け た標 準 税 収(Σ(B87×

t88))の 上 昇 率 で あ る。

課 税 努 力 調 整 係 数 は,キ ャ ッチ ア ップ係 数 と キー プ ア ップ係 数 の 積 で あ り,こ れ が1を

上 回 るか ぎ り,収 入 額 は実 際 税 収 よ りも高 く査 定 され,課 税 努 力 を 促 す 「ム チ」 の 役 割 を

果 たす こ とに な る。 特 に,後 者 の キ ー プ ア ッ プ係 数 は,付 表1-1の(46)行 の よ う に,

2000年 度 まで は1を 上 回 って い たが,01年 度 以 降 は1を 下 回 る よ う にな った 。

これ らの 「ム チ」 に対 し,1995年 度 か ら留 保 財 源 を 意 味 す る経 済 開 発 イ ンセ ン テ ィ ブの

控 除 が 課 税 努 力 の 「ア メ」の 役 割 を 果 た す よ う に導 入 され た 。経 済 開発 イ ンセ ンテ ィブ は,

自主 財 源 と連 邦 イ ニ シ ャテ ィブ の20%を 収 入 額 の 対 象 か ら控 除 す る もの で あ る。 例 え ば

1996年 度 のユ ー コ ンの場 合,「 課 税 努 力 」 調 整 後 自主 財 源0.867億 ドル(47)の20%分[一

⑫1990と91年 度 は そ れ ぞ れ,1を 超 え る比 率 に50%を か け て1.19243[=(1.38486-1)×0.5+

1],75%を か けて1.28865[=(1.38486-1)×0.75+1]で 激 変 緩 和 措 置 を と って い る。 な お,

1995年 度 以 降 は,92年 度 の 全 国 平 均 税 率 に改 定 され,そ の 係 数 は2006年 度 まで 適 用 され る。
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0.173億 ドル(48)],連 邦 イ ニ シ ャテ ィブ0.28億 ドル(51)の20%分[0.056億 ドル(52)]

が,留 保 財 源 と して 収 入 額 か ら控 除 され て い る。 特 に注 意 す べ き点 は,上 述 した よ う に,

これ に伴 って 総 支 出 べ 一 ス の算 定 で も,ほ ぼ 同 額 の経 済 開発 イ ンセ ンテ ィブ0.162億 ドル

が 控 除 され る こ とで あ る。

(3)1990年 代 後 半 の 準 州 交 付 金 の 抑 制

1990年 代 前 半 で は,付 表1-1の よ う に,ユ ー コ ンの 準州 交 付 金 が2.14億 ドル か ら2.89億

ドル(63)と35%の 伸 び,総 北 西 準 州 の そ れ は,7.47億 ドル か ら8.92億 ドル(44)と19%

の 伸 び を示 して い る。 だ が,1990年 代 後 半 の それ は,総 支 出ベ ー スで5%の 予 算 カ ッ トが

導 入 され,そ れ ぞ れ3億 ドル,9億 ドル の 水 準 に と ど ま って い る。 た だ し,1995年 度 は,

94年 度 の 交 付 金 額 が 保 証 され た た め,収 入 額 の 欄 が 空 白 にな って い る。

[補論1.3]2000年 代 の発 展 期:ヌ ナ ブ ッ ト分 割 と移 行 期 間 の総 額 配 分

(1)総 支 出 ベ ー スの1999年 度 基 準 改 定

ユ ー コ ンの総 支 出べ 一 ス は1999年 度 以 降,付 表1-1の よ う に,前 年 度 の3.57億 ドル(6)

に,人 口調 整 支 出倍 率1.02234(5)を か けた3.65億 ドル(7)を べ 一 ス とす る。 そ の 総 支

出ベ ー スは,こ れ まで と同様,移 転 プ ロ グラ ム0.71億 ドル(8)や 連 邦 イ ニ シ ャテ ィブ0.036

億 ドル(9),キ ャ ップ相 殺0.04億 ドル(13)が 加 算 され,予 算 カ ッ トー0.21億 ドル(11)

や 経 済 開 発 イ ンセ ン テ ィ ブ ー0.16億 ドル(12)が 減 算 され て,4.06億 ドル(14)と な る。

と こ ろ が,1999年 度 の北 西 準 州 と ヌ ナ ブ ッ トの総 支 出 ベ ー ス は,付 表1-3の よ う に,

分 割 に伴 う基 準 改定 に よ って,そ れ ぞ れ,6.45億 ドル と5.91億 ドル(10)に 設 定 され た 。

この た め,ユ ー コ ンの よ うな 加 算 ・減 算 の ス テ ップ はな くな り,2000年 度 以 降 は,臨 時 交

付 金 と保 健 支 払 いだ けが 加 算 され る。

(2)1999年 度 の 収 入 額

1999～2006年 度 の 収 入 額 は,現 金 移 転,自 主 財 源,そ の 他 の3つ の カ テ ゴ リー に区 分 さ

れ て い る。 第1に,連 邦 の 現 金 純 移 転 は,一 見 す る と複 雑 にな った よ う に見 え る。 だ が,

保 健 ・社 会 移 転(CHST)は,フ ロ ア提 供 分(12)やCHST基 金 の 配 分(22)を 加 え て い

るが,控 除 項 目の フ ロ ア提 供 分(32)やCHST基 金 の 配 分(30)で 同額 が 控 除 され る。

ユ ー コ ンの それ は,付 表1-1の 網 掛 けの よ う に,1999年 度0.164億 ドル(15)で,純 現 金

移 転(33)に 等 し く,他 の 準 州 も,付 表1-3の よ う に同 じで あ る。 た だ し,2004年 度 か
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ら保 健 ・社 会 移 転 は,保 健 移 転(CHT)と 社 会 移 転(CST)に 分 離 され るか ら,純 現 金 移

転 は,保 健 ・社 会 移 転 か ら,保 健 移 転 と社 会 移 転 を 控 除 した金 額 とな る。

第2に,ユ ー コ ンの 自主 財 源 は,実 額(40)か ら税 率 調 整 の 控 除 額(41)を 引 いて 「税

率 調 整 後 自主 財 源」(42)を 得 て い る が,ヌ ナ ブ ッ トと分 割 後 の北 西 準 州 は,こ の よ うな

調 整 は して いな い。 ただ し,「92年 度 以 降 の税 率 調 整 」(43)は,3準 州 と も行 って お り,

これ を控 除 して 「課 税 努 力 」 調 整 後 自主 財 源(44)を 算 定 して い る。 これ にキ ャ ッチ ア ッ

プ係 数 と キ ー プ ア ップ係 数 を か けて,調 整 後 自主 財 源(47)を 算 出 し,経 済 開 発 イ ンセ ン

テ ィ ブの20%分 を 控 除 して,自 主 財 源 の 収 入 額 を 算 出 して い る。

第3に,第3カ テ ゴ リー は,1999年 度 か ら第4カ テ ゴ リー を 統 合 して 簡 素 化 され た 。

(3)準 州 交 付 金 の 収 支 差 方 式 と総 額 配 分

準 州 交 付 金 は,2003年 度 まで 総 支 出べ 一 ス と収 入 額 の 収 支 差 方 式 で 算 定 され て きた 。 た

だ し,2004～06年 度 は,新 定 式 配 分07へ の 移 行 期 間 と し て,法(2005,c.7,s.1)や 法

(2006,c.4,s.182)で 総 額 配 分 の 金 額 が 規 定 され て い る。

[補論H]新 定 式 配 分07の 成 熟 期:2007年 度 の算 定 方 法

(1)財 源 を 積 上 げ た 総 支 出 ベ ー ス

「新 定 式 配 分07」 の算 定 は,2008年 度 以 降 を 本 文 中 に示 して い るが,そ の 基 準 とな る2007

年 度 の算 定 方 法 は,そ れ と異 な る。 特 に,2007年 度 の総 支 出 べ 一 ス は,「 旧 定 式 配 分 」 の

州 ・地 方 支 出を べ 一 ス と した もの で はな く,前 年 度 の 収 入 面 か ら財 源 を 積 み 上 げた 金 額 で

あ る。

例 え ば,ユ ー コ ンの2006年 度 「改 定 総 支 出べ 一 ス」 は,付 表2の よ う に,第1に 法 定 交

付 金5.05億 ドル(1)が 大 部 分 を 占 め,こ れ は05年 度 交 付 金 総 額 を3.5%で 伸 した20.7億 ド

ル を その 交 付 金 シ ェ アで 配 分 され た金 額 で あ る[法(2006,c.4,s.182)4.92(1.1)項]。 第

2に,オ ブ ラ イエ ン報 告(EPETF,2005)で 勧 告 さ れ た7税 目の代 表 税 制 が0.798億 ドル

(6),収 入 ブ ロ ックが0.54億 ドル(8)が 加 算 さ れ る[法(2007,c.29,s.62)4.(1)項(a)文]。

第3に2006年 度 法 定 交 付 金 に対 して,デ ー タ調 整 分0.0847億 ドル(3)が 加 算 され る。

これ に対 し,第1に2006年 度 の 調 整 分 と して,法 人 税 と権 限移 譲 分 一〇.0229億 ドル(2)

や 維 持 補 修 費 一〇.125億 ドル(4),土 地 請 求 権 と 自治 政 府(LandClaimsandSelf-Gov-

ernment)-11.9万 ドル が控 除 され る。 第2に7税 目の 代 表 税 制 と収入 ブ ロ ッ クは,そ れ

ぞれ 留 保 財 源 を意 味す る30%の 「経 済 開発 イ ンセ ンテ ィ ブ控 除 」-0.240億 ドル(7),一
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付表1-3北 西準州 とヌナブ トの準州交

準 州 北 西 準 州

年 度 1999 20002001 20022003 2004 2005

1.総 支出の補正係数

1 州・地方支出倍率:3年 平均 1.03801 1.04705 1.05063 1.05197 1.04774 1.04261 1.04861

2 GDPシ ー リング倍率:3年 平均 1.05785 1.07047 1.06275 1.05434 1.03855 1.05713 1.05677

3 総支出倍率:min,[(1),(2)] 1.03801 1.04705 1.05063 1.05197 1.04774 1.04261 1.04861

4 人口調整係数:3年 平均 0.98252 0.98236 0.99070 0.99637 1.00356 1.00610 1.00240

5 人口調整支出倍率:(3)×(4) 1.01987 1.02858 1.04086 1.04815 1.05147 1.04897 1.05113

且.総 支出ベース:標 準支出

6前 年度べ一ス:(8)の 前年度分

7現 年度ベース:(6)×(5)

8臨 時交付金

9保 健支払い(NursesPayEquity)

10総 支出ベース:(6)+(8)+(9)

保健支払いを除 く総支出ベース

645β23,1971

4,498,648

649,821,845

663,766,534

12,839,586

984,525

677,590,645

645,323,197

663,766,534

690,888,035

13,893,209

1,024,753

705,805,997

690,888,035

724,154,294

15,397,245

1,074,095

740,625,633

724,154,294

761,426,515

17,011,108

1,129,379

779,567,002

761,426,515

798,713,572

18,340,573

1,184,685

818,238,830

798,713,572

839,551,796

18,752,774

1,245,258

859,549,829

皿.収 入額

<カ テゴリー1>

11保 健・社会移転(CHST) 4,213,000 0 9,094,000 8,924,000 9,668,000 27,472,000 32,698,000

12フ ロアー提供分 2,072,000 0 1,970,000 1,98qOOO 1,999,000 0 0

13追 加現金負担:1999年 度予算 0 1β20,000 2,627,000 3β00,000 3,331,000 0 0

14追 加現金負担:2000年8月 0 0 3,678,000 4」5LOOO 5,763,000 0 0

15CHST保 健補足基金 1,328,000 1β33,000

16CHST基 金の配分:2003年 度予算 0 0 0 0 1,315,000 1β15,000 658,000

17CHST基 金の配分:2000年 度予算 0 1,373,000 692,000 699,000 707,000 0 0

18CHST基 金の配分:1999年 度予算 2,732,000 1β71,000 690,000 0 0 0 0

19現 金移転計:(11)+…+(18) 9,017,000 4,064,000 18,751,000 19β54,000 22,783,000 30,115,000 34,689,000

〈控除項目〉

20追 加現金負担:1999年 度予算 0 1β20,000 2,627,000 3β00,000 3β31,000 0 0

21追 加現金負担:2000年8月 0 0 一3
,678、00D

一4
,751,000

一5
,763,00D 0 0

22CHT&CSTの 控除額 11,163,778 21,650,500

23CHST保 健補足基金 1β28,000 1β33,000

24CHST基 金の配分:2003年 度予算 0 0 0 0 一1β15
,000

一1β15
,000

一658
,000

25CHST基 金の配分:2000年 度予算 0 1β73,000 692,000 699,000 707,000 0 0

26CHST基 金の配分:1999年 度予算 一2
,732,000

一1β71っ00 一690
,000 0 0 0 0

27CHST現 金 フロアの増額 2,072,000 0 1,970,000 1,980,000 1,999,000 0 0

28純 現金移転:(19)一[(20)十 …十(27)] 4,213,000 0 9,094,000 8,924,000 9,668,000 13β08222 11,047,500

29そ の他の移転 36,685,000 34,061,875 29,299,218 30,468,859 39,856,817 45β99,714 39,569,000

30控 除金額 35,10LOOO 32,573,140 27β68,746 28,512,586 37.g32β66 43,112,581 37,798,175

31そ の他純移転 1,584,000 1,488,735 1,430,472 1.956273 1,924,451 2257,133 1,770,825

32総 純移転:(28)十(31) 5,797,000 1,488,735 10,524,472 10β80,273 11,592,451 15.565β55 12,818,325

<カ テゴリー2>

33自 主財源 200,758,054 500,172,755 201,640,443 176275,420 154,105,962 183,561,811 232,065,136

34控 除額 0 0 0 0 0 0 0

35税 率調整後自主財源:(33)一(34) 200,758,054 500,172,755 201,640,443 176275,420 154,105,962 183,561,811 232,065,136

3692年 度以降の税率調整 25,990,936 69,962,035 27β1L439 17,291,067 18,533,426 30,520,970 47,110,731

37課 税努力調整後自主財源:(35)一(36) 174,767,118 430210,720 174,299,003 158.984β53 135,572,536 153,040,841 184,624,402

38キ ャ ッチア ップ係数 1.03528 1.03528 1.03528 1.03528 1.03528 1.03528 1.03528

39キ ープア ップ係数 1.00385 1.00387 0.97104 0.97255 0.95835 0.98876 0.98315

40調 整後自主財源:(37)×(38)×(39) 181,629,493 447,112,208 175,222,490 160,075,235 134,509,727 156,659,255 187,917,276

41経 済開発イ ンセ ンティブ:(40)×20% 36β25,899 89,122,442 35,0M,498 32,015,047 26,gOl,g45 31β31β51 37,583,455

42自 主財源の収入額:(40)×80% 145,303,595 357,689,766 140,177,992 128,060,188 107,607,782 125β27,404 150,333,821

42移 転 ・連邦イニシ ャティブ 0 0 0 0 0 0 0

43調 整後移転 ・連邦イニシャテ ィブ 1,907,401 1,870,513 1,810,393 1,932,498 2,091,735 1,980,627 1,969,391

44経 済開発イ ンセ ンティブ:(43)×20% 一381
,480

一374
,103

一362
,079

一386
,500

一418
,347

一396
,125

一393
,878

45移 転の収入額:(43)×80% 1,525,921 1,496,410 1,448,314 1,545,998 1,673,388 1,584,502 1,575,513

〈カテゴリー3,4>

46そ の他収入 15,178,761 33,478,905 18,445,139 28β16,875 34,256,570 40211,023 62,064,657

47控 除額 1し007,761 26,655,636 10,510,579 19β07,291 26,160,202 22,555,229 45,6肌000

48純 その他収入:(46)一(47) 4,171,000 6,823,269 7,934,561 9,009,581 8,096,368 17,655,794 16,460,657

49収 入額:(32)+(42)+(45)+(48) 156,797,516 367,498,181 160,085,339 149,496,040 128,969,989 160,133,054 181,188,316

IV.準 州交付金

50準 州交付金:(10)一(55)

総額配分方式:法(2005,c.7,s.1),51

(2006,c.4,s.182)

493,024,330 310,092,464 545,720,658 591,129,594 650,597,013 658,105,776

678,442,202

678,361,512

714,030,000

出 所)「 算 定 資 料 」DepartmentofFinance,Canada,(2003b～06),距rr"o磁11わr〃 副 α1ヴ ηαηc'η8,
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付金の算定方式

カ ナ ダ 準 州 交 付 金 の ヌナ ブ ッ ト分 割 に

(1999～2006年 度):ド ル

よる構造変化(中 井 ・齊藤)

ヌ ナ ブ ツ ト

2006 19992000 2001 2002 200320042005 2006

1.04683

1.03616

1.04683

1.00135

1.04824

1.03801

1.05785

1.03801

1.00588

1.04411

1.04705

1.07047

1.04705

1.01166

1.05926

1.05063

1.06275

1.05063

1.01205

1.06329

1.05197

1.05434

1.05197

1.01264

1.06527

1.047741.04261

1.038551.05713

1.047741.04261

1.009151.00785

1.057331.05079

1.048611.04683

1.056771.03616

1.048611.04683

1.004831.00219

1.053671.04912

839,551,796

880,051,775

18,752,774

1,306,425

900,110,974

587,572,743

3,601,845

591,174,588

587,572,743

622,392,304

6,557,893

826,885

639,814,748

622,392,304

661,783,513

8,574,864

879,219

681,910,546

661,783,513

704,978,122

9,381,162

936,606

726,665,464

704,978,122

745,394,518

10,241,921

990,302

768,648,133

745,394,518

783,253,106

11,108,311

1,040,599

808,033,975

783,253,106

825,290,300

11,849,423

1,096,448

851,546,086

825,290,300

865,828,559

11,849,423

1,149,341

892,791,022

34,676,000 18,294,000 18,299,000 14,886,000 13,863,000 15,051,000 25,543,000 31,005,000 32,550,000

0 1,468,000 1,466,000 1β58,000 1β70,000 1β8qOOO 0 0 0

0 0 894,000 1,810,000 2284,000 2β00,000 0 0 0

0 0 0 2,534,000 3,289,000 3,979,000 0 0 0

0 942,000 957,000 0

0 0 0 0 0 917,000 922,000 464,000 0

0 0 898,000 455,000 461,000 467,000 0 0 0

0 1,752,000 879,000 442,000 0 0 0 0 0

34,676,000 21,514,000 22,436,000 21,485,000 21,267,000 24,094,000 27,407,000 32,426,000 32,550,000

0 0 894,000 1,810,000 2,284,000 2β00,000 0 0 0

0 0 0 一2
,534,000

一3289 ,000 一3
,979,000 0 0 0

23,666β16 9,772,234 15,036,271 16β肌675

0 942,000 957,000 0

0 0 0 0 0 一91了
,000

一922
,000

一464
,000 0

0 0 898,000 455,000 461,000 467,000 0 0 0

0 一1
,752,000

一879
,000

一442
,000 0 0 0 0 0

0 1,468,000 1,466,000 1β58,000 L370,000 1β80,000 0 0 0

11,009,184 18,294,000 18,299,000 14,886,000 13,863,000 15,051,000 15,770,766 15,968,729 16,245,325

39,569,000 32,752,000 31,372,000 25,451,000 25.553β91 24,625,000 24,625,000 24,625,000 24,625,000

37,798,175 29,948,000 30,656,000 25,172,000 25β41,381 22」28,000 2LO6LO14 15β13,729 15β13,729

1,770,825 2,804,000 716,000 279,000 212,010 1,897,000 3,563,956 9,311,271 9,311,271

12,780,009 21,098,000 19,015,000 15,165,000 14,075,010 16,948,000 19.334」22 25,280,000 25,556,597

219,805,136 57,797,037 62,333,670 68,500,863 59,698,264 59,415,458 59.708288 74.689β25 62,101,325

0 0 0 0 0 0 0 0 0

219,805,136 57,797,037 62,333,670 68,500,863 59,698,264 59,415,458 59.708288 74.689β25 62,101,325

42,852,699 4,g99,819 5,221,220 9,20Ul3 785,299 3.037β93 2,527,111 6β39,397 9,284,403

176,952,437 52,797,187 57,112,449 59,299,750 60,483,563 62,452,851 62,235,699 68,349,928 71,385,728

1.03528 1.03528 1.03528 1.03528 1.03528 1.03528 1.03528 1.03528 1.03528

0.97223 1.00385 1.00387 0.97104 0.97255 0.95835 0.98876 0.98315 0.97223

178,107,985 54,870,313 59,356,199 59,613,937 60,898,575 61,963,257 63,707,165 69,568,985 71β51,896

35,62L597 10,974,063 1し871,240 11,922,787 12」79,715 12β92,651 12,711,133 13,913,797 11β70β79

142.486β88 43,896,250 47,484,959 47,691,150 48,718,860 49,570,606 50,965,732 55,655,188 57,481,517

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,947,518 1,136,959 1,253,596 1,212,600 1,214,496 1,196,759 1,234,736 1,227,732 1214,096
一389

,504
一227β92 一250

,719
一242

,520
一242β99 一239β52 一246

,94了
一245

,546
一242

,819

1,558,015 909,567 1,002,877 970,080 971,597 957,407 987,789 982,185 971,277

62,064,657 8,207,754 10,847,541 5,416,000 4.401β50 4,817,000 4,817,000 4,817,000 4,817,000

45,60LOOO 3,267,751 1,590,541 63し000 399,260 354,000 35LOOO 35生000 354,000

16,460,657 4,940,000 6,257,000 4,785,000 4,002,090 4,463,000 4,463,000 4,463,000 4,463,000

173,285,069 70,843,817 73,759,836 68,611,230 67」67,557 71,939,013 75.751243 86,380,374 88,472,391

726,825,906

739,414,000

520,330,770 566,054,912 613,299,317 658,897,908 696,709,120 732,282,731

755,849,868

765,165,713

798,830,000

804,318,631

824,978,000

のS表2, S表3よ り作 成 。
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第10巻 第1号

付表22007年 度の準州

準 州 ユ ー コ ン

年 度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003

1.総 支出ベース

2006年 度の新 フレーム(総 額配分)交 付1

金:(2006,c.4,s.182)4.92(1.1)項
505.607β50

22006年 度調整:法 人税と権限移譲
一2

,289,892

3デ ータ調整 8,474,678

06年 度維持補修費:(2007,c,29,s,62)4

4.(1)項 「維 持補修 費」(a)文
一12

,471,453

5土 地請求権と自治政府 118,996

6オ ブライエン報告:7税 目の代表的税制 79,845,000

7経 済開発インセンティブ控除:(6)×30%
一23

,953,500

8収 入ブ ロック 54,530,841

9経 済開発インセンティブ控除:(8)x30%
一16β59

,252

10改 定総支出べ一ス:(1)+…+(9) 593,265,276

11人 口調整支出倍率:2006年 度10月 1.05209

122年 前人口調整支出倍率:04年 度10月 1.05209

13人 口調整後総支出べ一ス:(10)×(12) 624,168,464

14維 持補修費 12,471,453 12,942,832

15総 支出ベース合計:(13)+(14) 605,736,729 637,111,296

出 所)『 算 定 資 料 」:DepartmentofFinance,Canada,(2007),距rr"or1α11りr〃 翻 αF'η αηc'η8,よ り
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カナダ準州交付金の ヌナ ブッ ト分割 による構造変化(中 井 ・齊藤)

交付金の算定方式:ド ル

北 西 準 州 ヌ ナ ブ ッ ト

2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007

739,414,350 824,977,800

一685
.754 2,975,647

13,954,271 13,530,974

一18β40 .573 一11
,108β11

161,682,667 54,967,667

一48
,504,800

一16
,490,300

107,538,446 89,338,774

一32
,261,534

一26β01
,632

922,797,073 931,390,618

1.05038 1.06527 1.06115 1.05157 1.05636

1.05038 1.05636

969,287,590 983,883,794

18,340,573 18,851,894 11,108,311 12,359,334

941,137,646 988,139,484 942,498,929 996,243,128

84,661,000

24,416,000

9,250,000

6,526,000

2,727,000

8,332,000

14,324,000

150,236,000

92,641,000

73,233,000

9,127,000

6,511,000

2,803,000

8,771,000

16,101,000

209,187,000

36,422,000

6,311,000

6,651,000

1,825,000

138,000

575,000

4,426,000

56,348,000

34,650,000

5,935,000

6,007,000

1,798,000

140,000

601,000

4,703,000

53,834,000

36,269,000

4,156,000

6,962,000

1,888,000

135,000

606,000

4,705,000

54,721,000

39,687,000

6,437,000

7,186,000

1,883,000

139,000

631,000

5,210,000

61,173,000

161,682,667175,725,000

161,682,667

-48
,504,800

113,177,867

175,725,000

-52 ,717,500

123,007,500

54,967,667 56,576,000

54,967,667

-16
,490,300

38,477,367

56,576,000

-16
,972,800

39,603,200

1,494,000

1,751,000

2,869,000

42,168,000

2,809,000

59,938,000

4,765β39

115,794,339

107,538,446

作 成 。
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第10巻 第1号

0.164億 ドル(9)を 控 除 して,改 定 総支 出 べ 一 ス は,2006年 度5.93億 ドル(10)と 算 定 さ

れ た。 第3に2007年 度 の 総 支 出べ 一 ス は,06年 度 の 改 定 総 支 出べ 一 ス に2年 前 の 人 口調 整

支 出倍 率1.05209(12)を か け た6.24億 ドル(13)と な り,こ れ に07年 度 の 維 持 補 修 費0.13

億 ドル(14)を 加 え た6.37億 ドル(15)と な る。

(2)7税 目の 代 表 税 制 と収 入 ブ ロ ッ クの 収 入 額

旧定 式 配 分 の 収 入 額 は2006年 度 まで,保 健 移 転 や 社 会 移 転 の 連 邦 政 府 の 現 金 移 転 を 財 政

力 に加 え て い た。 だ が,2007年 度 の 総 支 出ベ ー スが,準 州 交 付 金 な どの 収 入 面 の 財 源 を 積

み 上 げ たか ら,そ れ らの 現 金 移 転 を 収 入 額 に加 え る必 要 が な くな った 。 この た め,7税 目

の 代 表 税 制 と収 入 ブ ロ ックの7割 が 収 入 額 とな る。

7税 目の 代 表 税 制 と は,本 文 の2008年 度 以 降 と 同 じで あ るが,7税 目の 合 計 金 額 につ い

て03～05年 度 の2年 前3年 平 均 が,07年 度 の 代 表 税 制0.83億 ドル(25)と され た 。 この 収

入 額 は,そ れ か ら3割 の 経 済 開 発 イ ンセ ンテ ィ ブ控 除 一〇.249億 ドル(26)を 引 いた0.58億

ドル(27)で あ る。

他 方,2006年 度 の 収 入 ブ ロ ック は,02～04年 度 の3年 平 均 が0.545億 ドル と算 定 され,07

年 度 の それ は,1.02倍 した0.556億 ドル(42)で あ る。 その 収 入 額 は,そ れ か ら3割 の 経 済

開 発 イ ンセ ンテ ィ ブ控 除 一〇.167億 ドル(44)を 引 い た0.39億 ドル(45)と な る。 そ の結 果,

7税 目の 代 表 税 制 と収 入 ブ ロ ックを 合 わ せ た収 入 額 は,0.97億 ドル と な る。

(3)収 支 差 方 式 の 準 州 交 付 金

「新 定 式 配 分07」 の 準 州 交 付 金 も,従 来 と同 じ収 支 差 方 式 で,ユ ー コ ンの 場 合,2007年

度 で は総 支 出べ 一 ス と収 入 額 の 差 額5.40億 ドル(=6.37-0.97)が 交 付 さ れ る。
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